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農業農村における情報通信環境整備のガイドライン 

1-1. 情報通信環境整備の目的、狙い 

背景 

我が国の食料・農林水産業は、大規模自然災害・

地球温暖化、生産者の減少等による生産基盤の脆

弱化・地域コミュニティの衰退、新型コロナを契機とし

た生産・消費の変化などの課題に直面しています。 

このような中、将来にわたり食料の安定供給と農林

水産業の発展を図るためには、生産力の向上と持続

性の両立を図る必要があります。そのためにはICT

（情報通信技術）をはじめとするスマート技術の活用

等によるイノベーションの創出が鍵となり、その基盤と

して情報通信環境が不可欠です。約四半世紀ぶり

に改正された「食料・農業・農村基本法」（令和６年５

月成立、同年６月施行）においても、ICTその他の先

端的な技術を活用した生産等に必要な施策を講ず

るように定められています。さらに、改正法の方向に

即して制定された「スマート農業技術活用促進法」

（令和６年６月成立、同年10月施行）では、基幹的

農業従事者の減少等を背景にスマート農業技術の

活用を促進する制度を設けると同時に、国は、スマ

ート農業技術を活用するための高度情報通信ネット

ワークの整備について、必要な措置を講ずるよう努め

ると定められています。（参考資料7４P） 

情報通信技術の進展と田園回帰 

近年のICTの進展は、生活領域だけでなく農業を

含む産業領域における技術革新をもたらしていま

す。例えば、ほ場に設置したセンサによって、現地

に行かなくてもスマートフォンで水位や気温などのデ

ータを見て遠隔で用水などの栽培環境の管理がで

きるようになり、農作業の省力化や生産性の向上に

大きな効果をもたらしています。 

こうしたICTを活用したインフラ管理の省力化やス

マート農業の導入は、インフラの管理体制の脆弱化

や農業生産における労働力不足など農村地域が

抱える課題の解決のための有効な手段として期待

されています。（図1-1,図1-2） 

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、農村の価値が再認識され、地方移住への関心が高

まっています（図1-3）。令和６年能登半島地震や近年激甚化している水害などの防災面からも情報通信

インフラの重要性は高まっており、こうした田園回帰の流れを地域活性化につなげるには、安心して住み続

けられる条件として通信環境が整っていることが不可欠です。 

このように農業・農村の課題解決と持続的発展に向けてICTの活用とその基盤となる情報通信環境の重

要性が高まっています。  
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出典：「農村地域人口と農業集落の将来予測－西暦 2045 年における

農村構造ー」 

図 1-2 農業地域累計別の人口推移と将来予測 

出典：「農林業センサス」「農業構造動態調査」(農林水産省)

図 1-1 基幹的農業従事者数と 65 歳以上の割合の推移 
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識・行動の変化に関する調査」(内閣府)より作成 

図 1-3 地方移住への関心の変化（東京圏在住者）  

※東京圏：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 
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情報通信環境整備の現状 

我が国ではこれまでに居住エリアを中心にブロードバンド接続率の向上やデジタルデバイド（情報格差）の

縮小を図るため光ファイバ等の情報通信基盤の整備が進められてきました。その結果、令和４年度末時点

で光ファイバの整備率（世帯カバー率）は99.8%１)、携帯電話の人口カバー率は99.99%２)となっています。

一方、人が住まない農地やその周辺エリアでは情報通信環境が十分整備されていないエリアも存在してい

ます。農林水産省では３)、全国の農地約430万ヘクタールの2.3%に当たる約10万ヘクタールで、農地の一

部もしくは全部で携帯電話を利用でき

ないと推計しています（携帯電話が利

用できるとされる農地においても、地形

条件や障害物等により利用しにくい場所

も存在）。 

また、こうした光ファイバや携帯電話

などの基幹通信網に加えて、ICTを活用

した農業農村インフラの管理やスマート

農業導入のためには、無線基地局等の

通信環境が必要です。 

農林水産省が、令和元年度から実施

している「スマート農業実証プロジェクト」

に参画する農業者からも、今後、地域内

でスマート農業を普及するにあたっての

課題の一つとして「情報通信基盤の整備」が挙げられています。 

令和７年４月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」では、食料自給力確保の観点から、生産

性向上や中山間地域の条件不利性の補正に向けた取り組みとして、「情報通信環境の整備」の推進が位

置付けられました。このほかにも、政府の各種方針において情報通信環境整備の重要性が位置づけられ、

農林水産省において情報通信環境整備の推進を図ることとなりました。（参考資料76P） 

 

  

 

１) 「ＦＴＴＨ世帯カバー率の推移（全国）」（総務省） 
２) 「携帯電話を利用できない不感地域の状況について（令和４年度末現在）」（総務省） 
３) 「ブロードバンドサービスエリア（移動系）調査」（令和５年３月末時点、総務省）及び「農地の区画情報（筆ポリゴン）」（2020

年度時点、農林水産省）を用いて、全国の農地における通信状況を推計（農村振興局地域整備課）。 

注）筆ポリゴンは農林水産省が統計調査の母集団情報として利用するため衛星画像等を目視判読して作成した農地区画デ

ータであり、実際の農地区画の形状、面積と㇐致しない場合がある。また、筆ポリゴンを単純集計した面積は統計調査の耕

地面積とは㇐致しない。 

図 1-4 スマート農業実証プロジェクトに参画する農業者の声 

 

出典：農林水産省「スマート農業の展開について」（2022 年 2 月版） 
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情報通信環境整備のために 

農林水産省では、農業農村における情報

通信環境の整備を推進するため、令和３年度

に「農山漁村振興交付金（情報通信環境整備

対策）」を新たに創設、令和7年度からは「農

業生産基盤情報通信環境整備事業」として、

地方自治体や土地改良区、ＪＡ等の農業者

団体等による計画策定や施設整備への支援

を進めています。 

本ガイドラインは、こうした補助事業等を活

用して、地方自治体や農業者団体等が農業農村の情報通信環境の整備に取り組む際に必要となる調査、

計画、設計、施工、管理運営等の基本的な考え方や留意点を先行地区の事例等を参考にまとめたもので

す。今後、各地域における取組の成果や新たな技術の進展等の最新状況を踏まえ、本ガイドラインを改定

していくこととします。 

本ガイドラインが、地域における取組のきっかけや取組を進める上での参考資料として活用され、農業農

村における情報通信環境の整備の推進に資することを期待します。 

  

図 1-5 農業生産基盤情報通信環境整備事業のイメージ 
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農林水産省による情報通信環境整備推進の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

情報通信環境整備の支援策３本柱 

農林水産省では、農業生産における労働力の減少やインフラ管理体制の脆弱化・地方移住への関

心の高まりを受け、農業農村における情報通信環境整備を多角的に支援しています（総務省のほか

関係府省庁等による情報通信施策とも連携）。 

農業生産基盤情報通信環境整備事業 

農業水利施設等の農業農村インフラの管理の省力化・高度化やスマート農業の実装を図るとともに、

地域活性化を促進するため、情報通信環境の整備をソフト・ハード一体的に支援しています。 

農業農村情報通信環境整備準備会（準備会）による支援 

事業実施の検討・準備段階である地方自治体や農業者団体等に対し、官民連携の推進組織により、

情報通信環境整備の普及・啓発や事業実施前～実施中に生じる様々な課題への個別地区支援等

を実施しています。 

「農業農村における情報通信の環境整備のガイドライン（本書）」の普及 

地域における取組のきっかけや参考として活用いただけるよう、情報通信環境の整備に向けたプロセス

や考え方、留意点について、先進地区事例を交え解説するガイドラインを作成し、準備会で開催する

各種イベント等で周知しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：準備会 HP 

農林水産省の取組１ 
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農林水産省の取組２ 

農林水産省の取組３ 

IPCSA（スマート農業イノベーション推進会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPCSA（スマート農業イノベーション推進会議）ホームページ URL：

https://www.naro.go.jp/collab/IPCSA/index.html 

総務省との連携（地域協議会への農政局等の参加） 

総務省は、デジタル田園都市国家構想実現に不可欠な、光ファイバ、5G 等のデジタル基盤整備を

推進するため、地方自治体・通信事業者・社会実装関係者等との間で、地域におけるニーズとインフラ

整備のマッチングを行う、地域協議会を全国各地に設立しています。 

「地域協議会を通じた地方自治体のニーズの収集を促進する方策」に基づき、令和６年８月時点に

おいて、すべての地域協議会に農政局が参加することで合意し、今後は総合通信局等と地方農政局

等が連携し、スマート農業に関する取組を推進していく予定です。 

地域協議会で取り扱う主な事項の例 ※取り扱う事項は状況や必要性に応じて柔軟に対応 

光ファイバ・5G 共通 ① 地域ニーズ等と通信事業者の整備計画・整備意向とのマッチング 

② 潜在的なニーズの発掘・具体化と最適なデジタルツールのマッチング 

光ファイバ関連 学校・公共施設の所在地への整備 

5G 関連 ① 公有財産等で基地局を設置可能な施設のデータベース化及び共有 

② 公有財産等での基地局設置に際し、設置候補箇所での光ファイバや

電源確保について検討 

③ 補助事業の活用により優先して整備する箇所を選定 

農林水産省の取組２ 

農林水産省の取組３ 
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1-2. 情報通信環境整備で変わる農村のイメージ 

農村地域において、光ファイバ及び無線通信網を整備することによって実現される情報通信環境及びそ

の活用方法のイメージです。あわせて、代表的な利用事例を次ページよりご紹介します。 

注） 朱書きは施設・設備及び利用用途、青書きは無線基地局を設置している施設を表している。  
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1-3. 農業農村における ICT の活用事例 

 

LPWA４ 

ローカル 5G５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

４)LPWA：通信速度は数 kbps から数百 kbps 程度と携帯電話システムと比較して低速なものの、一般的な電池で数年から数

十年にわたって運用可能な省電力性や、数 km から数十 km もの通信が可能な広域性を有する無線通信技術の総称。 
５)ローカル 5G：地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や自治体等の様々な主体が、自らの建物内や敷地内でスポ

ット的に柔軟に構築できる 5G システム。 

 水利施設の水管理 

静岡県袋井市では、用水

路や排水機場に水位センサ

等を設置して、遠隔で水位

の監視を行うことで水利施

設の操作・管理の省力化を

図っています。 

 

(参照)取組事例 9 袋井市 51p 

 

 トラクタの自動走行 

北海道岩見沢市では、5G

（キャリア、ローカル）を用いた

自動走行トラクタの遠隔監視

制御の実証を進めています。

夜間作業や複数同時制御な

ど、遠隔監視センターからトラ

クタを制御する機能実装を目

指しています。 

 
 収穫機の自動走行 

鹿児島県志布志市では、

茶葉の摘採にローカル 5G を

用いた自動収穫機を活用して

おり、遠隔制御によって作業

の効率化を図る実証を行って

います。 

(参照)取組事例 11 志布志市 55p 

 

関連技術の深化や各種制度の整理

がされれば、5G の特徴である超高速、

超低遅延、多数同時接続等を活かし、

遠隔地から複数台のトラクタ等を同時に

監視制御する社会が実現するかもしれ

ません。 

労働力不足が深刻化している中、大規

模ほ場での農作業効率化、省力化を具

体化する機能として期待されます。 

 

 水田水管理システム 

静岡県で水田センサ 300

基、自動給水栓100基を導

入して行った実証実験で

は、水管理システムを導入

することによって水管理にか

かる時間を 7～8 割削減で

きることが分かりました。 

出典：「ICT を活用した日本最大級

の水田水管理システムの実証研究」

（静岡県農地局） 

ローカル 5G5)を活用したスマート農業（自動走行） 

稲作において、水管理は多くの時間と

労力を必要とし、コメの品質を左右する重

要な作業ですが、昨今では農業者の減少

に伴い一人当たりの経営農地面積が増

え、水管理の省力化、効率化が求められ

ています。 

水田の水管理に、LPWA4)を活用した水

田センサと自動給水栓を導入することで、

水位・水温に連動したバルブの自動開閉

や遠隔操作をすることができ、水管理の省

力化と精度を向上させることができます。 

また、排水機場などの水利施設では、管

理や操作を省力化するために、水位セン

サやカメラを取り付けることで、遠隔で水

位の監視を行えます。さらに、水位の計測

や報告などの業務に安価なセンシング機

器を採用することで、少ない投資で確実

な省力効果を期待できると同時に、職員

の安全管理、働き方改革にも高い効果を

期待できます。 

LPWA4)を活用した水管理の自動化 
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 ドローンによる生育調査 

鹿児島県志布志市では、

ドローンを使って摘採計画策

定に用いるデータを収集し、

膨大なデータをローカル 5G

によって高速転送することで

分析にかかる時間を大幅に

短縮することを目指していま

す。 

 スマートグラス 

山梨県甲府市では、ブド

ウ栽培での「匠の技」を見え

る化するために、スマートグ

ラスで撮影した画像をＡＩ解

析し、その結果をスマートグ

ラスに動的に表示するシス

テムをローカル 5G を用いて

実証しています。 

 

5G の特徴を活かした無線通信によっ

て、膨大なデータを瞬時に解析すること

ができ、農作業を行いながら AI などを活

用したデータ分析を行うことができます。 

熟練の技が必要だった農業におい

て、データ分析を活用することで、新規

就農者でも熟練者と同じように農作業を

行うことができ、技術力の向上、早期の

収益確保につながります。 

さらに、こういった高速通信を活かした

データ分析にスマートグラスやドローンな

どの先端技術を組み合わせることで、今

まで実現できなかった新しい農業の形を

実現することができます。 

 

ローカル 5G を活用したスマート農業（データ分析） 

 AI を活用した鳥獣被害対策 

長野県塩尻市では、畑な

どに設置したカメラで撮影し

た画像から、サルが出没し

た際の画像を AI で解析し、

出没情報を関係者に伝達

するシステムを実現していま

す。 

(参照)取組事例 8 塩尻市 46p 

 

鳥獣被害対策 

鳥獣被害対策におけるわな監視で

は、捕獲状況の自動判別を行う必要が

ありますが、AI 解析に必要な装置を現地

の設備に組み込むことで、現地で画像を

解析し判別を行うことができます。こうし

て判別した捕獲の情報のみを伝送する

ことにより、データ通信量が少ない LPWA

でも、鳥獣被害対策に活用することがで

きます。 

検知した情報は農家や猟友会に通知

することで見回りの負担軽減に貢献でき

ます。 

 AR マーカーを組み合わせた鳥獣被害対策 
鹿児島県志布志市では、

箱わなの入口部に AR マー

カーを取り付け、定点撮影し

ているカメラ画像からAIで開

閉を自動判定し、鳥獣の捕

獲を検知しています。 
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 スマート田んぼダム 

静岡県袋井市では、田ん

ぼの排水口に自動落水桝を

設置し、遠隔による田んぼダ

ム機能の操作を試行実施し

ています。 

  

 

 児童見守りシステム 

北海道岩見沢市では、整

備した自営光ファイバ網や

地域BWA等を活用し、希望

される小学生の登下校情報

の配信をはじめ、学校と家

庭間のコミュニケーションサ

ービスを運用しています。 

(参照)取組事例 2 岩見沢市 18 p 

 

地域 BWA などのネットワークを活用し

て、児童見守りシステム、遠隔学習、在

宅就業（テレワーク）、遠隔診療などのサ

ービスを提供することで、農村地域にお

ける定住条件強化に寄与することができ

ます。 

また、防災の観点からも、台風や豪雨

時に水田で一時的に水を溜め、排水路

や河川への流出を抑制する「田んぼダ

ム」の導入が注目されています。この田

んぼダムに、無線通信技術を活用する

ことで、遠隔で操作をすることができ、洪

水被害の軽減につなげることができま

す。 

 

地域活性化・防災 
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６)Wi-Fi HaLow™： 920MHz 帯の周波数を利用する通信手段のひとつで、特に IoT の通信システムとして様々な分野で活用

が期待される新しい種類の Wi-Fi 規格。正式名称は「ＩＥＥＥ 802.11ah」。 

「従来の Wi-Fi と比べて伝送エリアが広い」「免許不要で自営設置が可能」「フルオープンかつ標準規格である IP 通信の

LPWA」「画像や映像に適した、数 Mbps のスループット」という特徴を持つ。 

 

 豚舎におけるクラウドサービスの活用 

神奈川県内の養豚施

設・放牧場では、ICT 技

術の導入により、鳥獣侵

入の把握や豚の体重・

体格・肉質計測の省力

化を実現しています。 

(参照)取組事例 7 神奈川県

43 p 

既存のWi-Fiに比べて伝送エリアの広い

Wi-Fi HaLow の特徴を活かしたネットワ

ーク構築により、点在する生産現場や、

離れた現場と事務所等の長距離通信が

可能となります。さらに Wi-Fi HaLow は

多機器との同時接続や動画・写真などの

大容量転送が可能、という特徴を持って

います。これにより、カメラや各種センサ

からのデータを収集し、遠隔でのリアルタ

イムのモニタリングやデータ分析が可能と

なりました。結果として、見回り作業の省

力化、栽培・生産管理の最適化、出荷

時期予測精度の向上等、自動制御によ

る効率的な農業管理の実現が期待され

ます。 

 

 

 

 
出典：「新規格 Wi-Fi HaLow の現状と先行事例（令和

６年３月）」（株式会社富士通総研） 

 

Wi-Fi HaLow™ 6)を活用したスマート農業 

 IoT・AI による次世代型施設園芸農業 

高知県安芸市では、

IEEE 802.11ah の利用に

より、栽培・生産管理の

最適化や出荷時期予測

の情報を得ています。 

  

 

 害虫発生状況のモニタリングシステム 

埼玉県入間市では、

茶園を遠隔でモニタリン

グ可能な技術を通じて

害虫の抑制や、巡回回

数・消費電力の削減に

努めています。 
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1-4. ガイドラインの位置付け 

想定する取組、対象者 

本ガイドラインは、農業農村における課題解決のため、ICT を活用して農業農村インフラ７）の管理の省力

化・高度化、農業生産の省力化・生産性向上等のためのスマート農業の導入、移住・定住の促進や都市

農村交流などの地域活性化に取り組むため、地方公共団体や農業協同組合、土地改良区等の農業者の

組織する団体等が主体となって、情報通信環境を整備する際の参考として活用されることを想定していま

す。 

 

基本的な考え方 

農業農村における情報通信環境は、低密度の人口、集落や農地を含む幅広いカバーエリア、農業農村イ

ンフラの管理、スマート農業の導入、地域活性化など多用途への利用といった特徴を有することから、以下

の点に留意する必要があります。

エッジコンピューティング８ 

  

 

７)農業農村インフラ：ほ場、農業用用排水施設、農道等の農業生産基盤及び農業集落排水施設、農業集落道、営農飲雑

用水施設、農業集落防災安全施設等の農村生活環境基盤 
８)エッジコンピューティング：端末やその近くに設置されたサーバでデータを処理・分析する仕組み。クラウドには必要最小限の

データを送るため、通信ネットワークへの負荷が軽減され、コスト抑制などのメリットがある。 

(1) 地域の課題やニーズを踏まえた情報通信環境の構築 

地域の課題やICTの利活用ニーズを踏まえた効率的な情報通信環境を構築することが重要

です。その際、将来的な ICT の利活用方針など中長期的な視点を十分に踏まえ、必要な投資

を行うことが重要です。 

 

(2) 持続的に運営していくための収支計画の策定と関係者による体制の構築 

情報通信環境を持続的に運営していくためには、通信設備の保守・運用・更新を含めた収支

計画を策定する必要があります。その際、地域情報化計画など地域の総合計画も踏まえ、地

域づくりや農村振興の視点から農業以外の用途にも多目的に活用し、関係者で整備・運営コス

トを分担する体制を検討することが重要です。 

(3) 農業農村の特徴を踏まえた整備 

低密度の人口と幅広いカバーエリアなど農業農村の特徴を踏まえ、以下の点に留意しつつ、

効率的かつ柔軟な整備を行うことが重要です。 

① 既存技術から最新技術まで幅広い通信方式の活用やエッジコンピューティング 8)等による効

率的なシステム構成の検討 

② 通信施設の安全性や農作業への支障等を考慮しつつ、既存インフラの活用や農業生産基

盤整備との連携など柔軟な対応の検討 

③ ICT の利活用の用途、場所、要求水準等に応じた光ファイバや各種無線通信方式を適切に

組合せたネットワーク構成の検討 

（農業農村インフラの管理の省力化・高度化のための長期安定的な通信施設のほか、地域へ

のスマート農業の導入促進のため、ICT 化へのファーストステップとしての簡易で安価な通信施

設など、現場のニーズが多様化していることも十分考慮する必要があります。） 
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1-5. 農業農村における情報通信環境の整備の流れ 

情報通信環境の整備に関するプロセスは、①調査、②計画・設計、③工事・運営管理の３段階に分けら

れます。（図 1-6） 

次章より、各プロセスにおける基本的な考え方、ポイントについて説明します。 

 
図 1-6 情報通信環境整備の流れ 
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第2章 調査における留意点 
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2-1. 情報通信環境整備に向けた方針・構想の検討 

地域の総合計画等で目指すビジョンの具体化に向け、その障壁となる課題を明確にし、課題解決に向け

た ICT の活用可能性と必要な情報通信基盤を検討します。 

課題解決につながる技術に関する情報を収集するとともに、関係者で課題、ICT の活用と通信環境整備

の必要性について認識の共有を図り、方針や構想を検討します。 

 

※準備会への相談やサポートの申込等の詳細については、ＨＰ（https://nn-tsushin.jp/）をご覧ください。 

 

 解決すべき課題や核となる取組を明確にし、それらを起点にして検討にとりかかることが重要です。

〈事例１〉 

 関係者で認識共有を図るためには、地域の中で ICT 利活用に関心の高い農家など少数で話し合い

をはじめ、徐々に賛同者を増やしていくといった進め方も有効です。〈事例２〉 

 ICT に関する情報収集には、報道やインターネット、展示会やセミナー等のイベントなどが活用できま

す。（参考資料 90P） 

 農林水産省が設置した官民連携の「農業農村情報通信環境整備準備会」によるサポート（地域課

題を踏まえた技術提案、事例紹介、構想づくり支援等）を受けることも可能です※。〈事例３，４，５〉 

ポイント

<事例 1>佐賀市における農業用水の塩分濃度検知システムの導入 

佐賀平野に広がる農地では、限られたかんがい用水を効率よく利

用するため、「クリーク」と呼ばれる農業用用排水路に用水を貯留

し、ポンプを使って反復利用しています。満潮時など河川の水位上

昇による海水の逆流を防ぐため、河川とクリークの間には逆流防止

のためのフラップゲートが設置されています。 

平成 27 年、28 年にフラップゲートの破損やゴミ詰まりによる海水

の逆流で農作物に被害が発生し、市が多額の補償を行うという事案

が連続して発生し、大きな問題となっていました。 

こうした中、市の農政担当職員が株式会社ＮＴＴドコモ

のＩＣＴブイ（養殖漁場に通信機能を搭載したブイを設置し

海水のデータを遠隔監視するシステム）に関する新聞記

事を見て、塩害被害の防止に活用できるのではないかと

考え、相談したことがきっかけで取組がはじまりました。 

市内の農業用用排水路に通信機能を備えた塩分センサを設置し、

２０分ごとの塩分濃度がクラウドに保存されます。専用のアプリが入っ

たスマートフォンでデータが確認できるとともに、あらかじめ設定した塩

分濃度を検知すると警報メールを送ることも可能です。メールを見た

職員がすぐに現場にかけつけ対処することが可能になったことで、シス

テム導入後、塩害はゼロになりました。また、それまで行っていた定期

的なパトロールが不要になり、職員の負担軽減、人件費、車の燃料費

などのコスト縮減が図られ、大きな成果につながっています。 

取組事例

水路に設置されたセンサ 

無線基地局（LPWA）は 

携帯電話基地局の中に設置 

見通しがよく１台で広い範囲をカバー 
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９１０ 

 

 

 

 

 

９） 農業気象配信サービス：市内 13 箇所に設置した気象観測装置のデータを解析して得た 50m メッシュ単位の各種予測

値をインターネットで配信 
１０） 位置情報配信サービス：市内３箇所にて RTK-GNSS 基準局を設置し農業機械の自動操舵に必要な高精度位置情報

を配信 

<事例 2>岩見沢市における「いわみざわ地域 ICT 農業利活用研究会」 

ICT 活用の先進地である北海道岩見沢市では、市内の情報通

信基盤の整備を進め、教育、医療・福祉、農業など幅広い分野で

ICT の活用を展開しています。農業分野では、2013 年から「農業

気象配信サービス」9)や「位置情報配信サービス」10)などのサービス

を開始するとともに、2019 年からはローカル 5G を活用したトラクタ 

の遠隔自動制御などの最先端の技術の実証にも取り組んでいます。また、スマート農業の進展に伴う

農地でのブロードバンド利用ニーズの高まりを受け、農地を面的に広くカバーできる無線通信である、地

域 BWA の整備を 2018 年から行っています。 

こうした取組の進展に大きく寄与したのが、地元の農業者が中心となって組織した「いわみざわ地域 

ICT 農業利活用研究会」です。同会は次世代農業の実現を目指し、農業者自らが実証や普及展開に

取り組むことを目的として 2013 年に設立されました。設立時は 109 名の農業者が参加していました

が、2021 年現在、200 名以上にまで増えています。 

研究会の設立のきっかけは、市が整備した光ファイバ網の有効活用方策について意見を聞くために

６名の先進的な農業者に集まってもらったことです。ここでの意見が「位置情報配信サービス」の導入に

つながり、その後、農業者同士が仲間に声をかける形で参加者を増やし、研究会の設立に至りました。 

研究会では、外部講師を招いた座学の研修会や現地研修会、SNS などを活用した情報交換、自動

操舵未経験者のためのマニュアルの作成などの活動を行っています。こうした農業者同士の話し合い 

の場があることで、行政が農業者のニーズを的確に把握し無駄のな

い投資が可能になります。さらに農業者同士でスマート農業の導入

効果が共有され、導入に慎重な農業者のきっかけにつながるととも

に、同じ地域や作目の農業者の間で効果的な活用方法などの情

報が交換されるなど、技術の普及や導入効果の向上につながるな

ど大きな効果を生んでいます。 

 

取組事例

研究会による現地研修会の様子 
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<事例３>宇佐市における「情報通信環境整備事業」 

大分県宇佐市では、国営事業で整備する施設に合わせて遠隔・自

動で水管理を行う次世代型システムの構築を目指しています。それに

より水資源の効率的な活用と、管理作業の省力化・効率化を図るとと

もに、情報通信インフラを活用したスマート農業への展開も検討してい

ます。また農業分野だけでなく広く市民サービスの向上に繋げるため、

整備後のランニングコストまでを視野に入れ、多段的な情報通信環境

整備計画の策定を目指しています。 

この整備の背景となったのは、老朽化した農水利施設更新に向け

令和元年より国営土地改良事業地区調査「駅館川地区」に取り組む

中、次世代型水管理システムの有用性に着目し、先進自治体の視察

などの調査・検討を進めたことです。検討を進めるうち、農業分野にと

どまらず地域全体を視野に入れた情報通信環境整備の重要性を感じ

るに至りました。 

そういった中、九州農政局から準備会の紹介があり、令和４年度に

準備会に参加して情報収集を始め、個別地区支援を受けた上で、令

和５年度から農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）の計画

策定支援事業（以下「計画策定支援事業」という）を開始しました。令

和５年度は、農業者、市民、職員とワークショップを行い、課題の整理

や導入ニーズの把握を行いました。また、市内の情報通信環境の現

状や民間の電波の通信範囲、通信不感地域を調査し、通信方式や

ネットワークの検討、試行調査の構成案の検討などを行いました。 

令和６年度はさらに試行調査を実施し、施設の仕様や配置計画、

整備・運用方式、概算事業費の算定等、事業実施計画を作成予定

です。用途やコストに応じて通信技術を選択し、財源を組み合わせな

がら整備を段階的に進めていくために、情報通信インフラの全体像を

示す整備計画を作成していきます。 

 

取組事例

情報通信環境整備の全体計画 

通信不感地帯が多い 

上流域の推移監視や遠隔制御 
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<事例 4>津別町における「持続可能」なアグリシティの実現 

津別町は耕地面積約 5,000 ヘクタール、そのほとんどが畑である大

畑作地帯で、トラクタの自動操舵など、スマート農業技術導入による生

産性向上に以前から取り組んできました。しかし、携帯電話サービスの

不感地帯の存在が大きな課題となっており、畑地面積の約 20％に及

ぶ不感地帯で自動操舵が行えず、緊急時の連絡なども取れないこと

から、離農のきっかけとなりかねない状況となっていました。 

津別町では平成 28 年にはスマート農業の導入に取り組むための

「スマート農業研究会」を発足し、生産者同士で情報交換ができる勉

強会などを開始しました。その後令和元年～２年、令和３年～４年に

は「スマート農業実証プロジェクト」（農研機構）に採択され、携帯電話

サービス不感地帯にてプライベート LTE の敷設、可変施肥、土壌改

善、営農システムの機能拡充による工程管理を行い大きな成果をあ

げました。一方コスト面での課題があり、最適な通信環境を整備するた

めの情報を収集している中で、農山漁村振興交付金（情報通信環境

整備対策）に着目しました。令和３年度に準備会に参加し、個別地区

支援を受ける中で、LPWA の一方式で免許不要かつ低コストで利用で

きる通信技術である LoRaWAN(R)の活用を検討し、通信インフラとして

整備する方向性が固まっていきました。 

令和５年から開始した計画策定支援事業では、モデルエリアである

８ヘクタールのエリアにおいて、LoRaWAN(R)を活用して、自動操舵を含

む５つのサービスの機能検証を実施しています。モデルエリアで得られ

た結果を元に今後９地区にトラクタ自動操舵システム、生産者安否確

認、鳥獣罠検知システム、気象ロボット、水位監視システムなどのスマ

ート農業技術を展開し、持続可能なアグリシティの実現を目指していま

す。 

取組事例

情報通信環境整備の全体図 

LoRaWAN(R) 

基地局 

複合気象 

センサ 

鳥獣害罠検知 

センサ 

自動操舵システム

搭載トラクタ 
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＜地域の情報通信環境整備に関する構想のイメージ＞ 

• 地域の現状・課題・目指す方向（ビジョン） 

• 課題解決やビジョン実現に活用可能な ICT とそのために必要な情報通信環境 

• ICT 導入、情報通信環境整備に向けたロードマップ 

 

  

<事例５>富山市における「稼げる農業」を目指す ICT 導入整備 

水田農業地帯である水橋地区では、10a 未満の狭小不正形な区画

が多く、農地の排水不良、幅員が狭い農道、用排水兼用水路の老朽

化、担い手ほ場の散在などの課題から効率的な営農に支障が生じ、 

近年は耕作放棄地も増加していました。このような背景から令和３年度

より「国営農地再編整備事業 水橋地区」が開始され、大区画化や排

水不良の解消等の整備に加えて、全国で初めて「次世代農業促進型」

として、スマート農業技術の導入により更なる効率化・省力化を実現す

るための基盤整備の検討、導入が行われることになりました。 

富山市では、スマート農業に適した基盤整備を実施しただけでスマー

ト農業が普及するわけではないと考え、農業者・行政・農協・県土連・学

識者・農機具メーカーが一堂に会して議論する場として、令和４年度に

「富山市スマート農業等基盤整備推進コンソーシアム」を設立し、地域

でスマート農業を普及啓発する取組を開始しました。 

コンソーシアムでの情報収集や議論を通じて、大区画化された農地

での営農にはスマート農業技術が欠かせないが、効果的な活用と普及

のためには情報通信環境をあわせて整える必要がある、という認識を抱

き、令和４年度に準備会に参加して情報収集を進めました。その後、 

コンソーシアムと準備会活動を統合・発展させる形で、令和５年度に「スマート農業情報通信環境整備

協議会」を立ち上げ、同年より計画策定支援事業に取組み、水橋地区における情報通信環境（光ファ

イバ、LTE 整備状況）の調査や、ほ場の水管理システム各社の製品仕様及び機能面、価格面の情報

収集等に取組んでいます。 

また、地域の農業者のスマート農業に対する理解が少しずつ深まっていくよう、毎年スマート農業に

関する農業者向けセミナーを行うとともに、農業者への個別訪問による情報提供や、より細かなニー

ズ・課題の聞き取り調査等、地域の理解度を高めるための普及活動を情報通信環境整備と両輪で継

続的に進めています。 

令和６年度からは、電波測定器を用いた LPWA 電波調査、使用感調査を実施しているほか、将来

的には既存の担い手農業者から新たに参入・就農する農業者までが、水橋地区に適したスマート農業

をスタンダードとして導入できる体制を目指しています。 

 

取組事例

情報通信環境整備の全体図 

スマート農業普及啓発活動の様子 



 

22 

農業農村における情報通信環境整備のガイドライン 

2-2. 基礎調査 

2-1 で検討した方針・構想を踏まえ、計画の策定に必要となる基礎的な事項について調査を実施します。

調査は、統計データ、既存資料の収集、関係機関等への聴き取りのほか、現地踏査等の方法で行います。 

  

＜基礎調査の主な項目＞ 

地域の方針・構想を踏まえ、必要な調査事項を整理して調査を行います。 

表 2-1 基礎調査の主な項目 

調査項目 主な調査内容 

(1)基本的な項目 ・社会経済状況（人口、産業など） 

・土地利用の状況（集落、農地、公共施設、土地利用規制、開発予定など） 

・農業の概況（農地面積、農家数、担い手の状況、主要作物など） 

(2)通信に関する項目 ・通信環境（携帯電話、光ファイバのサービスエリアの状況等）（2-3 参照） 

・通信に影響のある地形、自然条件、構造物 

・通信施設の電力確保のための電気設備 

・通信施設の設置可能性のある用地や建物 

(3)ICT 利活用の可能性のあ

る施設、取組の状況 

・スマート農業など ICT を活用した取組の状況 

・農業農村インフラの概況（位置、規模、管理者、ICT の利活用の状況、課題など） 

・地域活性化の取組状況（直売所・交流施設の位置・利用状況、農泊・都市農村交流等

の取組状況） 

・その他の取組状況（交通、防災、教育、福祉分野など） 

(4)自治体の総合計画等 ・自治体総合計画（自治体行動計画） 

・自治体農林水産基本計画（自治体農林水産行動計画） 

・自治体スマート農業推進計画 

・自治体地域情報化計画（自治体地域情報化基本計画） 

・自治体防災計画 

(5)その他 ・農業生産基盤等の整備計画 

・その他インフラや公共施設等の整備計画 

  

 基礎調査では、検討の起点となった核となる課題や取組に関する事項にとどまらず、地域全体の課

題や ICT 利活用の可能性のある地域の取組・施設等の把握に努めることが重要です。 

 また、地方公共団体が定める情報化やスマート農業等の推進方針など将来の展望を踏まえることも

重要です。 

 これにより、通信施設の多目的利用や将来的な利用拡大も念頭においた、手戻りの少ない計画策

定や施設整備につながります。 

ポイント
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2-3. 情報通信分野の関係者からの情報収集 

対象地域における、既存の光ファイバや無線基地局等の情報通信施設に関する情報を、民間通信事業

者、国・地方公共団体、鉄道会社、電力会社等から公開情報や照会により把握します。ダークファイバ１１ 

 
 

表 2-2 既存通信施設整備状況の主な確認先 

施設 事業者 照会事項 備考 

光ファイバ ・NTT 東日本 

・NTT 西日本 

・国（国土交通省等） 

・地方公共団体 

・第三セクター 

・電力会社 

・鉄道会社 等 

・光ファイバの敷設状況 

・引き込み工事の条件 

・相互接続の条件 

・ダークファイバの貸出区間 

及び貸出条件 

・電柱共架の条件 

・敷地内敷設の条件 

・管理運用方法、管理委託可否 

・今後の整備予定 等 

企業により web 上で資料公開して

いる場合がある。 
(光ファイバに関する公開情報 NTT 東日本) 

https://www.ntt-east.co.jp/info-

st/mutial/hikari/ 

無線基地局 ・携帯電話キャリア 

・無線通信事業を行う電気

通信事業者１２) 

・地方公共団体 等 

・通信可能エリアの確認 

・管理運用方法、管理委託可否 

 

企業により web 上で資料公開して

いる場合がある。 
(通信エリア NTT ドコモ) 

https://www.docomo.ne.jp/area/ 

 

図 2-1 無線基地局の設置を検討する際の既設光ファイバの把握例 

 

 

１１)ダークファイバ：敷設されている光ファイバのうち使われていない回線。 

１２)全国 BWA 事業者や地域 BWA 事業者（第三セクター、ケーブルテレビ会社等）等が該当する。 

 既存の情報通信施設の情報を把握することは、既存ストックの活用や連携（相互接続）、電波干渉

や重複投資の防止の観点から重要です。 

 関係者からの情報収集にあたっては、既存施設の配置、構造のほか、整備計画の有無やその内

容、時期、ダークファイバ 11)の貸し出しの有無、貸出条件、相互接続条件等もあわせて把握するよう

にします。（表 2-2） 

 把握した情報を地図や航空写真に落とし込み、可視化することにより、利用ニーズに応じた情報通信

施設整備のパターンの検討のための基礎資料として活用できます。（図 2-1） 

 今後、情報通信施設を整備するうえで「誰が運営管理するか」が重要になってきます。このため、この

段階から、最適な運営管理の在り方について関係者から聞き取りや協議を行うことが望ましいです。 

ポイント

出典：国土地理院撮影の空中

写真（2009 年撮影）を加

工して作成 
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2-4. ICT 利活用ニーズの把握 

アンケート調査やワークショップなどを通じて、地域の ICT 利活用ニーズを把握します。その上で、情報通

信環境に求められる具体的な要件を確定します。 

 

 

１．アンケート調査 

（１）基本的な考え方 

ニーズ把握の方法としては、アンケート調査が一般的です。農業農村における情報通信環境は、様々な

用途への活用が見込まれることから、特定の用途にとらわれず、幅広く情報を収集できるように設問に配慮

する必要があります。 

また、アンケートの実施は、情報通信環境の整備に関する住民の理解を得るための手続の一環でもあり、

「整備によって何ができるのか」ということをわかりやすく伝達することが重要です。そのためには、事前に先

進地視察や地域内にモデル地区がある場合には現地見学会、導入事例や技術などを紹介するための説

明会などを開催し、関係者に整備後の具体的なイメージを持ってもらい、整備に向けた機運を高めることも

重要です。 

なお、地方自治体がアンケート調査を実施する場合、地域情報化計画の策定等に際して実施している

場合があるため、関係部署に確認しておくことが望ましいです。  

 幅広いニーズの把握 

情報通信環境が有効に活用されなければ、施設を安定的に維持運営していくことが難しくなりま

す。このため、農業分野にとどまらず、防災、交通、教育、医療など様々な分野で地域が抱える課題

や ICT 利活用ニーズの把握に努め、整備する通信施設が多用途に有効活用できるようにすることが

重要です。 

 潜在的なニーズの把握やニーズの掘り起こし 

顕在化したニーズだけでなく、地域課題を踏まえた潜在的ニーズや ICT 利活用の事例紹介や提

案、先進地区の視察などを行い利用予定者に具体的なイメージを持ってもらい、ニーズの掘り起こし

に努めることも重要です。 

【（参考）スマ農成果ポータル】 

https://www.naro.go.jp/smart-nogyo/seika_portal/index.html 

 先進地視察や外部人材の活用も検討 

アンケート調査やワークショップを通じたニーズ把握を効果的に行うためには、地域の関係者にＩＣＴ

を使ってどのようなことが可能になるのか具体的なイメージを持ってもらうことが重要です。このため、

先進地視察や技術に精通した人材の活用などにより、整備に向けた機運を醸成することが重要で

す。 

 できる限り具体的なニーズを把握 

ICT 利活用の用途、場所、要求水準等によって通信に求められる要件も異なるため、できる限り具

体的なニーズの把握に努めることが望まれます。その上で、情報通信環境に求められる具体的な要

件を確定し、その実現のためにどのような技術が適用可能か、どのような制約があるかなどについて

検討します。 

光ファイバの回線容量（芯数）、無線通信方式の選定に重要な情報となるため、利用場所、求め

る情報通信容量の試算、いつ利用を計画しているか、支払可能な利用料等を試算するために必要

な情報も収集します。 

ポイント
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（２）アンケート調査に当たっての留意点 

①調査段階のニーズ把握のため、検討に不必要な個人情報は収集しないようにします。（ただし、利用用

途の地区別分布の把握は必要であることから、小字単位までは把握するようにします。） 

②回答の選択肢として想定される具体的な用途を予め用意しておき、チェックリスト方式にするなど回答者

の負担軽減を図るようにします。（表 2-3） 

③用途によって利用場所が異なる場合があるため、用途ごとに日常の利用か農作業等の仕事での利用か

分かるようにするなど用途と利用場所のミスマッチが起きないように注意する必要があります。 

④通信端末を導入する場合、利用者の費用負担が発生します。導入後のトラブル防止の観点から、個人

負担に係るイニシャルコストとランニングコスト、機器の仕組みなどについて、合わせて資料を配布し十分

に理解いただくことが重要です。その上で、支払っても良いと考える金額を把握し、導入の規模や運営に

必要なコスト算定に活用できるようにします（図 2-2）。 

 

表 2-3 利用希望アンケートの選択肢の例（■：入力箇所） 

属性 
日常 

利用 

仕事等での 

利用 
利用したいと 

思う時期 

サービス利用料として

支払っても良いと 

考える金額※ 

農業農村インフラの管理 

□施設、機械の遠隔操作／遠隔監視（施設名：   ） □ □ 年以内 円/月 

スマート農業 

□スマート農業（自動給水栓等の水管理） □ □ 年以内 円/月 

□スマート農業（農機の自動運転・自動操舵） □ □ 年以内 円/月 

□スマート農業（栽培、気候データ等の収集等） □ □ 年以内 円/月 

□鳥獣被害対策 □ □ 年以内 円/月 

地域活性化 

□フリーWi-Fi サービスの提供 □ □ 年以内  

□教育施設での利用 □ □ 年以内  

個人利用 

□インターネット上のコンテンツ閲覧（web サイト、動画、

通販等） 
□ □ 年以内 

既存の通信事業者の

サービスに準ずる。 

□電子メール □ □ 年以内 

□ＩＰ電話 □ □ 年以内 

□テレビ放送（CATV、ひかりテレビ等のサービス） □ □ 年以内 

□リモートワーク □ □ 年以内  

その他（            ） □ □ 年以内  

※設備の購入に関する負担額ではなく、情報提供サービス等の月々の利用料（通信料金含む）として望ましいと思う金額を

御記入ください（例：スマートフォンで操作可能な自動給水栓の月々の利用料金）。 
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図 2-2 遠隔操作型自動給水栓の導入コストに関する参考資料の例 

 

※ 利用者 1 人につき１アカウントを付与（1 人で複数台の自動給水栓を管理しても金額は変わらない。） 

※ 価格は令和 4 年時点の参考価格です。 

 

2．ワークショップの実施 

（１）基本的な考え方 

地域の課題や ICT の利活用ニーズを把握する

方法としてワークショップがあります。ワークショップ

は、地域住民が集まって話し合い、現状や課題を

共有し、アイデアを出し合い、取組に対する意欲を

高め、合意を形成しながら進めることができるとい

う特徴があります（図 2-3）。 

一般的には図 2-4のような流れで行いますが、

目的や対象者に応じてアレンジし、十分なコミュニ

ケーションが図れるように心がけることが重要です。 

また、ICT に馴染みのない地域住民が多いこと

が想定され、ICT に関する予備知識のないままワ

ークショップを行っても成果につながりません。事

前に先進地視察やモデル地区での現場説明会、

専門知識や導入事例に精通した人材によるガイ

ダンスなどを行い、参加者に整備後の具体的なイ

メージを持ってもらったうえで行うことが重要です。 

  

図 2-3 ワークショップの実施状況
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（２）実施にあたっての留意点 

①地域住民、市町村、土地改良区、JA など、地域に関わる多様な関係者に参加してもらうことが重要

です。 

②情報通信分野に精通した人材に進行役（ファシリテーター）や講師を担ってもらうことが望ましいです。

人選・派遣には総務省の「地域情報化アドバイザー」制度などが活用できます。 

【地域情報化アドバイザー派遣制度 総務省 web サイト】 

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/manager.html 

③必要に応じて、複数回実施するとともに、抽出された課題について、ICT の導入により解決できるもの

か否かの判断、地域としての解決の優先順位を整理します。 

 

３．結果の取りまとめ 

アンケート調査、ワークショップの実施後、結果を地図や図表等に整理します。これを基に関係者で協議

し、整備の必要性と優先度の確認、現地調査を行うエリアなどの方針を決定していきます。 

なお、取りまとめ結果に関しては、(1)公共の課題（農業農村インフラを含む）、(2)農業の課題、(3)地域

活性化（定住）の課題など、大きなテーマごとに色分けして整理するとわかりやすい資料になります（図 2-5、

表 2-4）。 

 

  

項目 時間 内容 

趣旨説明 10 分程度 ワークショップの目的や目標、話し合いのルールを説明する。 

自己紹介 10 分程度 話し合いを行う５～６名のグループに分かれ自己紹介を簡潔に行う。 

話し合い 60 分程度 地域の課題やそのための対応策について意見を出し合い、その結果をまとめる。 

意見発表 20～30 分程度 各グループの代表者が話し合いの結果を発表し、全体に共有する。 

まとめ・講評 10 分程度 ファシリテーターが話し合いの成果をまとめる。 

対象範囲、話し合いの目標を設定し、限られた時間で結論を得るためのプログラムを

検討します。
①開催の準備

話し合いを円滑に進めるにあたり、専門的な知識を有し、中立的な立場で進行、指導、

総括を行うことができるファシリテーターを選定します。

③進行役（ファシリテーター）
の選定

一般的な流れを示すと次のようになります。④ワークショップの開催

参加者がＩＣＴに関する予備知識がない場合や参加者に事前に整備後のイメージを

持ってもらうため、必要に応じて、現地視察や専門家によるガイダンスを行います。

（必要に応じ）
②現地視察・ガイダンス

図 2-4 ワークショップの一般的な流れ 
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図 2-5 ワークショップの取りまとめ 

 
出典：国土交通省国土地理院作成の電子地形図を加工して作成 

 

表 2-4 ワークショップの取りまとめ例 

No. 地域の課題 情報ネットワーク環境を活用した課題解決方法（案） 

ICT 

利活用 

判定 

優先 

順位 

１．農業の課題 

(1) 

圃場整備を実施中だが、平均年齢が 70 歳を超えており、将来的に

地域で誰が農業を担っていくのか課題（省力化や移住者が農業に参

入できないか） 

スマート農業を導入し、農作業の効率化や、若い担い手(移

住者）の参入を図る。 
○ 3 

(2) 担い手不足や鳥獣被害で、耕作放棄地が多くなってきている。 〃 ○ 1 

(3) 
棚田 100 選に選ばれた棚田があるが、農地維持に手間が掛かって

いる。（営農を続けられるか不安） 
〃 ○ 3 

(4) 
ポンプ場の電気代高騰と早朝の運転操作などの水管理の労力を改

善したい。 
スマート農業を導入し、農作業の効率化を図る。 ○ 1 

２．公共の課題（農業関係含む） 

(1) 農業水利施設の管理（見回り等）に手間がかかっている。 
水路等の見回り作業の省力化を図るため、水位計等のセン

サや映像・画像監視を導入する。 
○ 1 

(2) 排水機場の運転操作の労力軽減を図りたい。 
施設の運用・管理の高度化を図るため、水位計等のセンサ

や映像・画像監視、遠隔操作を導入する。 
○ 1 

(3) 
鳥獣（シカ、イノシシ、サルなど）による農業被害が多いため困ってい

る。鳥獣被害により農業に対する意欲が失われる。 
センサ、画像、映像、威嚇、遠隔捕獲等を導入する。 ○ 1 

(4) 大雨で水路が溢れ、下流で浸水が発生した。 田んぼダムの導入により浸水の軽減を図る。 ○ 4 

(5) 道路の整備（拡幅やバイパス）が必要 情報ネットワークでは解決方法なし。（道路整備で対応） ×   

３．定住の課題 

(1) 商店（スーパー）が撤退して遠くまで買い物に行く必要がある。 移動販売車の運行情報（位置情報）など ○ 2 

(2) 観光地として棚田に人を呼びたいが、どうすればいいかわからない。 
ライブカメラや Wi-Fi の設置など。（SNS での PR は、携帯電

話（LTE）で実施可能） 
○ 3 

(3) 高齢化が進んでおり、1 人暮らしが増えている。 見守りサービスの導入など。 ○ 1 

(4) 地域でとれた野菜や加工品を販売するツールが欲しい。 SNS での PR など。（携帯電話（LTE)で実施可能） ×  

(5) ガソリンスタンドが撤退する見込み。 情報ネットワークでは解決方法なし。 ×   

(6) 病院が遠い。 遠隔医療システムの導入が考えられる。 ○ ４  
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2-5. 推進体制の整備 

農業農村における情報通信環境の整備を進めるための地域の関係者による推進体制を整備します。 

 

 

  

 農業農村における情報通信環境の整備には多様な関係者の協力が不可欠です。このため、地方公

共団体における部局横断的な体制、農業者団体、商工団体、通信事業者、ICT ベンダーなど幅広

い地域の関係者による推進体制を整備することが望まれます。 

 これにより整備する通信施設の多用途への活用や整備・運用コストの関係者による分担に向けた円

滑な調整に資することにもつながります。 

 推進体制の整備にあたっては、通信施設の運営管理体制についても協議しておくことが重要です。

運営管理体制のイメージを関係者で共有しておくことで、より具体的で実効性のある整備計画の策定

につながります。 

ポイント

<事例 6>静岡県袋井市における ICT 化の推進体制 

静岡県袋井市では、2019 年３月に「第３次袋井市 ICT 推進計画・官民

データ活用推進計画」を策定しました。この計画に基づき ICT を生かしたま

ちづくりを進めています。推進にあたっては、市長をトップとする「ICT 推進本

部」の下に、庁内の部局間連携を図るための横断的な組織として「ICT 推

進委員会」を設置し、産学官民との連携体制を組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした体制の下で、行政サービスのデジタル化、IoT 地域見守りシステムや豪雨災害時水位観測

システムなどの実証・構築によるデジタルを生かした地域づくり、水田の水管理の遠隔・自動化、鳥獣

被害対策などのスマート農業の実証などに積極的に取り組んでいます。 

 

 

取組事例
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2-6. 現地踏査 

基礎調査やニーズ調査の結果を基に、現地踏査を行い、既存通信サービスの通信状態、周辺の状況

（遮蔽物、電源、施設設置のための用地の有無等）など細かな条件を確認し整理を行います。 

  

図 2-6 現地調査の実施状況 

 

  

 既存の通信サービスについては、web 上で利用可能エリアが公開されている場合がありますが、実際

のエリアと異なる場合もあるため現地で確認を行います。 

 無線通信は、周波数帯によって障害物による電波の遮蔽などの影響を受けることがあります。基礎

調査で把握した地形条件、自然条件、構造物などの情報を基に現地で状況を確認します。 

 無線基地局の配置計画を検討する上で、設置場所が確保できるかが重要になります。設置に適した

候補地や電源確保のための電線の有無などを現地で確認します。（候補地の考え方は P47 参照） 

 光ファイバを整備する場合には、敷設予定路線における電柱の有無や既設の電柱の空きの有無な

どについて確認が必要です。 

 水位計や監視カメラ、自動給水栓等の通信端末も、施設の構造によっては設置する場所が限定さ

れる場合があり、設置に適した場所が確保できるか確認する必要があります。 

 現地踏査にあたっては、地域の現況に精通する者や整備・運用に係る幅広い関係者に同行してもら

うことが望ましいです。 

 現地踏査では写真やメモを取り、必要に応じ、アンケート、ワークショップ等で取りまとめた図表に整理

します（図 2-7）。 

ポイント
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図 2-7 現地踏査の取りまとめの例 

 
出典：国土交通省国土地理院作成の電子地形図を加工して作成 
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第3章 計画・設計 
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3-1. 適用する技術、通信方式、通信ネットワークの検討 

調査によって把握した地域の課題やニーズに対応してどのような技術、システム、サービス等が適用可

能か検討します。 

適用する技術、システム、サービス等に求められる通信の要件、地形条件、整備・運用コストなどを踏まえ、

無線通信の規格・方式、光ファイバ等の基幹・中継回線の通信容量、ネットワークの構成等を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ネットワーク構成の考え方＞ 

情報通信環境のネットワーク構成は、農地や水利施設など ICT の利用現場をカバーするラストワンマイル

１３)の通信回線、通信事業者が提供する基幹的な通信網、ラストワンマイルと基幹通信網をつなぐ中継回線

といったように重層的に考える必要があります。農地など広い範囲を面的にカバーするラストワンマイルの通

信には無線通信が適しています。一方、中継回線には、主に光ファイバや 4G/LTE 規格の無線通信が使

われます。 

各通信方式の特徴を踏まえつつ、中長期的に活用可能な汎用性の高い通信ネットワークを構築すること

が重要です。 

 
図 3-1 ネットワークの構成イメージ 

 

  

 

１３)ラストワンマイル：通信の利用者に対し通信接続を提供する最後の区間。 

 光ファイバは耐用年数が長く、長期的に利用可能な汎用性の高い通信基盤です。無線通信は技術

の進展が早く耐用年数も比較的短くなります。こうした特徴を踏まえ、整備・運用コストとのバランスも

考慮して、中長期的に利用可能なネットワーク構成を検討することが重要です。（表 3-1） 

 取組に適用する技術や求める水準によって、通信に必要な要件、導入コストは異なります。また、無

線通信の場合、地形条件や既存の通信インフラ、電源の確保等の条件によって適用可能な方式や

規格が異なります。こうした条件を踏まえた適切な通信方式を選定することが重要です。（図 3-2） 

 通信ネットワークの検討にあたっては、既存技術から最新技術まで幅広い通信方式の活用やエッジ

コンピューティング等の活用など効率的なシステム構成について検討することが重要です。 

ポイント
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＜有線通信と無線通信＞ 

通信方式には有線通信と無線通信の２種類があります。有線通信はケーブルをつかって通信を行う方

式で、光ファイバが主流です。無線通信は電波を使って通信を行う方式で、代表的なものは携帯電話回線

や Wi-Fi です。それぞれの特徴は次のとおりです。 

 
表 3-1 光ファイバと無線通信の特徴 

通信方式 有線通信（光ファイバ） 無線通信（携帯電話、Wi-Fi 等） 

通信速度 ～100Gbps ～20Gbps（5G の場合） 

メリット ・上り(ユーザ→サーバ)の通信速度と下り(サー

バ→ユーザ)の通信速度が同じでかつ速度も

安定しており、大容量のアプリケーション・コン

テンツをスムーズに流通させることが可能。 

・拡張性に優れており、伝送機器の増設または

更新のみで大容量化や、放送等の多目的な

利用が可能。 

・光ファイバそのものは長期の利用が可能。

（両端のネットワーク機器は更新必要） 

・基地局の先のラストワンマイルは、ケーブル敷設

工事の必要がないので、特に山間部等の地形が

峻険な地域、集落が広範囲に点在している地域

等においては、有線と比較して短期でかつ安価

に整備が可能な場合がある。 

・エリア一帯をカバーするので、柔軟なネットワーク

構築が可能。 

・利用場所が固定されない（移動体通信）。 

デメリット ・敷設距離に応じた土木工事、建設工事が必

要となるため、コスト（イニシャルコスト及びラン

ニングコスト）が一般的に高価である。 

・通信事業者によるサービス提供地域が限定

されている。 

・有線のため利用場所が固定される。 

・周囲の環境（障害物、天候、他の無線システムと

の干渉等）により通信速度が低下、または通信不

能になる場合がある。 

・コア装置やネットワーク機器の耐用年数が５～７

年と短い他、光ファイバに比べて技術進歩、陳腐

化が早く、新技術の場合は導入コストが高くなる

場合がある。 

・有線システムと比較し、よりセキュリティ対策に配

慮する必要がある。 

・移動体通信の計画に応じてエリアが変更される

ため利用場所が固定されない。 

 

＜無線通信の種類と特徴＞ 

無線通信は、周波数１４)によって、電波の届く距離、伝送できるデータ量が異なります。一般的には、周波

数が低いほど届く距離は長くなる一方、伝送できるデータ量は少なくなります。また、電波は、国際基準や国

内法令等に基づき周波数ごとに用途が定められており、周波数によっては利用の許可が必要になる場合も

あります。 

 
図 3-2 周波数と通信距離、データ量の関係 

 

 

１４)周波数：電波は空気中を伝わる電気の波であり、周波数は１秒間に波が繰り返される回数。 



 

35 

農業農村における情報通信環境整備のガイドライン 

 

参考として、各無線通信規格の特徴、速度と用途の関係、利用場所、用途に応じた有効な通信方式の
例を示します。 

表 3-2 主な無線通信規格の特徴  

図 3-3 主な無線通信規格と用途との関係 
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表 3-3 利用場所、設置が想定される端末類と有効な通信方式の例 

利用場所 
設置が想定される 

端末類 

通信 

間隔 

通信 

速度 

現場の 

電源 

有効な 

通信方式の例 

ほ場(露地) 
水田センサ 

土壌センサ 

気象センサ等 

数分～数十分 低速 なし LPWA、IEEE 802.11ah 

施設園芸 

土壌センサ 

温湿度センサ 

CO2 センサ等 

数分～数十分 低速 施設による 
LPWA、Wi-Fi 

IEEE 802.11ah 

ハウス巻き上げ機、 

灌水装置等 
リアルタイム 高速 あり BWA、Wi-Fi、LTE 

AI 診断、遠隔指導 リアルタイム 
超高

速 
施設による 5G、Wi-Fi 

農業用水、ため池 
水位センサ、 

流量センサ等 
数分～数十分 低速 なし LPWA、IEEE 802.11ah 

揚水機場 

排水機場 

頭首工、樋門 

農業集落排水 

営農飲雑用水等 

監視カメラ、水位センサ、

信号取得装置等 
数分～数十分 低速 施設による 

LPWA、Wi-Fi 

IEEE 802.11ah 

監視カメラ、ゲート、ポンプ

制御 
リアルタイム 

低速 あり IEEE 802.11ah 

高速 あり Wi-Fi、LTE、光回線 

畜産 

（飼育者,放牧場） 

温湿度センサ 

CO２センサ等 
数分～数十分 低速 施設による 

LPWA、Wi-Fi、 

IEEE 802.11ah 

音センサ リアルタイム 中速 あり 
LPWA、BWA、Wi-Fi、 

IEEE 802.11ah 

深度センサ付き AI カメラ 

（静止画像） 
リアルタイム 中速 あり 

LPWA、BWA、Wi-Fi、 

IEEE 802.11ah 

AI 監視カメラ 

（動き、音センサ付き） 
リアルタイム 低速 施設による 

Wi-Fi、 

IEEE 802.11ah 

静止画カメラ 数分～数十分 中速 施設による 
Wi-Fi、 

IEEE 802.11ah 

鳥獣被害対策 

箱わなセンサ 

くくり罠センサ 
わな反応時 低速 なし 

LPWA, LTE 

IEEE 802.11ah 

電気柵用電圧監視センサ 電圧低下応時 低速 あり 
LPWA, LTE 

IEEE 802.11ah 

センサカメラ（動画） センサ反応時 
中速 施設による 

LPWA, BWA 

IEEE 802.11ah 

高速 施設による LTE、BWA 

静止画カメラ 
数分～数十分 

（高精細） 
高速 施設による 

5G、光回線、LTE、 

BWA、IEEE 802.11ah 

汎用 

動画カメラ リアルタイム 

中速 施設による IEEE 802.11ah 

高速 施設による LTE、BWA 

超高

速 
施設による 5G、光回線 

静止画カメラ 

数十分～数時

間 
低速 施設による 

LPWA、LTE、 

IEEE 802.11ah 

数秒～数十分 中速 施設による LTE、IEEE 802.11ah 

数秒～数十秒 

（高精細） 
高速 施設による 5G、光回線 

トラクタ 

ドローン 

位置補正情報取得 リアルタイム 高速 あり 
LTE、BWA  

IEEE 802.11ah 

遠隔監視制御 リアルタイム 
超高

速 
あり 5G 

地域利用 

子供・高齢者見守り 数分～数十分 低速 なし LPWA、LTE、BWA 

GPS トラッカー 数分～数十分 低速 なし LPWA、LTE 

住民向け 

インターネット利用 
リアルタイム 

高速 あり LTE、BWA、Wi-Fi 

超高

速 
あり 5G、光回線 
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＜携帯電話通信と自営ネットワークの違い＞ 

ICT 機器の中には携帯電話回線に直接つながって通信を行うことが可能なものもあります。この場合、別

に無線基地局を設置しなくても ICT 機器の導入のみで利用が可能です。しかし、ICT 機器一つ一つに通信

費用がかかるため、導入する機器の数が多い場合には、自ら無線基地局を設置して自営のネットワークを

構築することで通信費用を抑えることが可能になります。地域ごと導入機器数や通信の範囲・速度・頻度な

どの条件を踏まえて適切な方法を選択することが重要です。 

 
図 3-4 携帯電話通信と自営ネットワークの違い 

  
  

携帯電話通信を利用する場合 自営ネットワークを構築する場合 

携帯電話通信を使うため、ICT 機器の導入の

みで利用可能。通信速度も比較的早い 

 ICT 機器一つ一つに通信費用が発生 

同一基地局と通信する第三者の利用状況の影

響を受ける可能性がある。 

⇒ 広範囲で端末数が少ない場合は有利 

携帯電話 
基地局 

ICT 機器 
（センサなど） 

それぞれ通信

費用が発生 

通信費用は 

携帯基地局⇔無線局間のみ 

無線局 
（LPWA など）

自ら無線局を導入する必要があるため、初期

コストが割高になる 

無線局のみに通信費用が発生（通信費用は抑

えられる） 

ローカル 5G 等、一部周波数の申請を行う規

格は、第三者が利用できないため、安定的な

通信を確保できる。 

⇒ まとまった範囲で多くの ICT 機器を導入

する場合に有利 
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＜LPWA の規格＞ 

LPWA は電力消費が少なく、広範囲の通信をカバーすることができるため、水田の水位監視やハウス内

の気温、湿度などの栽培環境の監視、鳥獣わなの捕獲情報の伝送など、農業分野での利用シーンが多い

通信規格です。LPWA には様々な方式が存在し特徴も異なります。ある方式で接続が可能な機器であって

も、違う方式のものには接続できない場合がほとんどです。このため、特徴や接続可能な機器などを十分に

踏まえて通信方式を選定することが重要です。 

 

表 3-4 LPWA の主な通信方式 

主な通信方式 概要 
基地局設置・

運用 
通信方向 

Sigfox 

 （シグフォックス） 

フランスの SigFox 社により開発された方式。日本では京セラ

コミュニケーションシステム株式会社が通信サービスを提

供。国内人口カバー率 95%(2023 年 1 月時点)。超狭帯域

通信で電波干渉に強い。 

通信事業者 一方向 

（上り） 

ELTRES 

 （エルトレス） 

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する

通信サービス。見通し 100km 以上の伝送が可能。 

通信事業者 一方向 

（上り） 

ZETA 

 （ゼタ） 

ZiFiSense 社が開発した方式。基地局と中継器を用いた自

営のメッシュネットワークの構築が可能。超狭帯域通信で電

波干渉に強い。 

利用者 双方向 

LoRaWAN 

 （ローラワン） 

400 社超が参加する LoRa Alliance により仕様が策定された

グローバルかつオープンな通信方式。仕様に準拠した製品

同士であれば、異なるメーカーでも相互通信が可能。 

利用者 双方向 

プライベート LoRa 会社毎に独自の通信プロトコルを使用。用途に応じてカスタ

マイズすることが可能というメリットがあるが、接続できる機器

が限られる。 

利用者 双方向 

出典：Sigfox…京セラコミュニケーションシステムＨＰ（https://www.kccs.co.jp/sigfox/） 

ELTRES…ソニーＨＰ（https://eltres-iot.jp/） 

ZETA…ZETA Alliance HP（https://zeta-alliance.org/zeta.php） 

LoRaWAN…ＩＩＪ ＨＰ（https://www.iij.ad.jp/biz/lorawan/?z=0492a） 

 

＜ IEEE 802.11ah ＞ 

令和 4 年 9 月の無線設備規則の一部を改正する省令(令和 4 年総務省令第 60 号)により、約 1km 程

度の距離まで通信可能で、高精細静止画や低フレームレートの動画も伝送可能な無線通信方式である 

「IEEE 802.11ah (11ah [イレブン・エー・エッチ] や Wi-Fi HaLow™ [ワイファイ・ヘイロー] とも呼ばれる)」が

使えるようになりました。 

IEEE 802.11ah は Wi-Fi の一規格であり、従来の LPWA と呼ばれる通信方式と同一の周波数(920MHz

帯)を活用しますが、2.4/5/6GHz 帯の Wi-Fi と同様の使いやすさを備えるなど、従来の LPWA にはない特

徴を持っています。 

 

なお、IEEE 802.11ah は、関係する企業・団体が加盟している「802.11ah 推進協議会」が普及促進活動

を推進しています。同協議会のホームページ<https://www.11ahpc.org>も参考にしてください。 
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 ネットワーク構成の考え方 

図 3-5 に 新しく制度化された IEEE 802.11ah のネットワーク構成概要を示します。 

IEEE 802.11ah ではアクセスポイント(親機)と子機という組み合わせだけでなく、アクセスポイントと子機の

間に中継器を設置することで通信距離を延長することが可能になっています。 
 

図 3-5 IEEE 802.11ah のネットワーク構成概要 

 

 

 IEEE 802.11ah の特徴 

IEEE 802.11ah は、「世界標準規格(Wi-Fi)ベース」「IP 通信が可能」「フルオープン」「自営設置が可能」

「数 Mbps のスループットの可能性を有する」という特徴を持った LPWA の 920MHz 帯の周波数を使った無

線通信です。 

ここでは、2.4/5/6GHz 帯 Wi-Fi や LPWA との比較から、その特徴を紹介します。 

 

＜2.4/5/6GHz 帯 Wi-Fi との比較＞ 

IEEE 802.11 は無線 LAN の国際標準規格であり、一般的には Wi-Fi と呼ばれています。 

パソコンなどの通信で使われる従来の Wi-Fi は、2.4GHz 帯、5GHz 帯、6GHz 帯の周波数を使っており、

IEEE 802.11n(Wi-Fi 4)、IEEE 802.11ac(Wi-Fi 5)、IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6/6E)といった規格で定義され

ています。 

IEEE 802.11ah は「Wi-Fi HaLow™」とも呼ばれ、令和 4 年 9 月の無線設備規則の一部を改正する省令

(令和 4 年総務省令第 60 号)により利用可能になった Wi-Fi であり、920MHz 帯の周波数を使っています。

無線に使われる電波は周波数が低いほど遠くに飛ぶ性質を持っており、IEEE 802.11ah は 2.4/5/6GHz 帯

Wi-Fi と比較して長距離通信が可能という特徴があります。 

表 3-5 に Wi-Fi 4/5/6/6E と Wi-Fi HaLow™のそれぞれの特徴を示します。 
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表 3-5 Wi-Fi 4/5/6/6E と Wi-Fi HaLow™の特徴 

通信方式 Wi-Fi 4/5/6/6E Wi-Fi HaLow™ 

規格名 IEEE 802.11n/ac/ax IEEE 802.11ah 

周波数 

2.4GHz 帯 

5GHz 帯 

6GHz 帯 

920MHz 帯 

※新規周波数帯（850MHz 帯）の利用検討も進められてい

る。 

通信速度 ～9.6Gbps （IEEE 802.11ax の場合） 150kbps～20Mbps 

通信距離 ～100m 程度 1～1.5km 程度 

メリット 

・高速での通信が可能なため、大容量のアプリケーションや 

コンテンツをスムーズに流通させることが可能。 

・対応製品が多く、機器の選択の幅が広い。 

・低解像度の動画転送が可能な通信速度がある。 

・920MHz を利用するため遠距離の通信が可能であり、 

広大なエリアを柔軟に構築可能。 

・省電力で動作するため、バッテリーや太陽光発電を用い

ることができる。 

デメリット 

・使用している周波数が高いため、近距離でのエリアを構築

することになる。 

・対応機器が多いため、無線干渉が発生しやすい。 

・HD（地デジ相当）や FULL-HD（ハイビジョン相当）等の高解

像度の映像伝送には通信性能が不足する。 

・法令により、920MHz 帯の 10%Duty 制限が適用される 

ため、送信時間が 1 時間中 6 分以下と定められている。 

・他の主要な通信規格より製品数は少ない状況（2024 年

度以降、カメラなど農業向けに利用可能な製品が増加し

ている）。 

出典：「新規格 Wi-Fi HaLow の現状と先行事例（令和６年３月）」（株式会社富士通総研） 

 

＜他の LPWA との比較＞ 

IEEE 802.11ah は周波数として 920MHz 帯を利用する Wi-Fi です。920MHz 帯は LoRa や Sigfox など

の他の LPWA が使用している周波数でもあります。 

IEEE 802.11ah は LoRa や Sigfox より広い周波数帯域を使って通信を行っており、それにより通信速度

も高速になっています。これにより他の LPWA では伝送できない監視カメラの動画伝送なども可能です。 

 

なお、920MHz 帯の周波数を使う IEEE 802.11ah や他の LPWA は、法令により送信時間が 1 時間に

10%以下(1 時間中 6 分以下)と定められています。(以降、この条件を「10%Duty 制限」と呼びます) 

送信時間と送信間隔の調整を行うことで、10%Duty 制限を守りつつ連続してデータ送信するような使い

方ができます。たとえば、カメラなどのデバイスで送信間隔の調整を行うなどの工夫をすることにより、連続で

映像伝送を行うような利用も可能になっています。図 3-6 にデータ送信イメージを示します。 
 

図 3-6 IEEE 802.11ah の 10%Duty 制限におけるデータ送信イメージ 
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IEEE 802.11ah などの LPWA は、一般的に１台のアクセスポイント(親機)に複数の子機を接続し、各子機

経由で現場のセンサ情報や画像・映像をアップロードするような使い方が想定されています。 

図 3-7 に複数の子機が接続されている場合のデータ送信イメージを示します。 

 
図 3-7 複数の子機が接続されている場合のデータ送信イメージ 

 

複数デバイスからデータをアップロードするような使い方では、複数の子機が１台のアクセスポイントに向

かってデータを送信するため、各々の子機は割り当てられた時間内でデータ送信することになります。その

結果として間欠的もしくは定期的なデータ送信になり、各子機は 10%Duty 制限の制約を受けますが、親機

の受信に対しては 10%Duty 制限がかからないため、例えば子機の台数が 5 台の場合でも親機は 50%の時

間受信をすることが可能となります。 

このように IEEE 802.11ah の利用が想定されているユースケースにおいては、10%Duty 制限をあまり気に

しなくてよい使い方も多くあります。 

 

なお、IEEE 802.11ah は他の LPWA と比較して高速な通信が可能なため、10%Duty 制限があってもより

多くのデータを送信することができます。 

 

更に IEEE 802.11ah は今後の利用拡大に対応するため、新しい周波数(850MHz 帯)の利用について具

体的な検討が進められています。850MHz 帯は現在デジタル MCA に利用されていますが、更新やメンテナ

ンスを行う上で、その維持継続が困難となっている状況から 2029 年 5 月 31 日にサービス終了することが

アナウンスされています。850MHz 帯での利用時については 802.11ah 推進協議会で 10％Duty 制限の無

い運用が検討されており、IEEE 802.11ah のさらなる高速通信が期待できます。 
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<事例 7>神奈川県における中小規模向けスマート畜産の取り組み 

畜産業は飼料価格や生産資材等の価格上昇、労働力不足、後継者確

保問題など厳しい環境に置かれています。ICT 技術を活用したスマート畜

産が期待されていますが、大規模なシステム導入や飼育舎建て替えが必

要なケースもあり、中小規模の畜産農家での導入に課題がありました。 

NTT 東日本は、神奈川県内の養豚場、牧場の協力を得て、既存設備で

も容易に導入可能な「飼育環境管理」「飼育牛・豚の健康状態把握」等に

関する畜産現場システムの実証を進めています。 

システム導入には、数百メートルの距離にある現場と事務所を繋ぐネットワークが必要になります。そ

こで、牛・豚の動きや音声の把握のための映像伝送ができ、簡単設置で長距離通信に対応、かつ砂

埃,風雨雷,ねずみによる咬害対策も可能な IEEE 802.11ah による無線通信を実証フィールドで活用し

ました。 

 

 

 

 

 

 

養豚施設や放牧場では、防疫対策のため鳥獣侵入の把握が必要となり

ます。本ネットワークを活用して、敷地境界等に設置した防犯カメラから動

きや音を検知して映像を伝送することで、外出先や事務所に居ながらもイノ

シシやカラスの侵入や柵の状態の適時監視も実証しています。 

豚舎では、タブレットの AI カメラで撮影した 3D 画像データから豚の体重・ 

体格・肉質計測するクラウドサービスの活用が可能になり、通常なら２，３人で行う豚の体重測定の省

力化を実現することができました。また、カメラ映像や各種センサとの連携により、防護服への着替えを

含めた豚舎内見回りの省力化や、呼吸器疾患等の早期対処による出荷時期遅れの抑制も可能にな

ってきています。 

このような施策によりデータ通信量は今後も増加していく見込みであり、カメラやセンサなどマルチデ

バイスに対応できる IEEE 802.11ah に対して、新たな周波数利用による更なる通信高速化が期待され

ています。 

 

出典：「新規格 Wi-Fi HaLow の現状と先行事例（令和６年３月）」（株式会社富士通総研） 

取組事例

実証フィールド場所・機器設置場所イメージ 
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＜NTN （Non-Terrestrial Network：非地上系ネットワーク）＞ 

これまで基地局が設置できなかった山間部やへき地、海上などのエリアに対する通信技術として、NTN

（非地上系ネットワーク）が注目されています。 

NTN とは、衛星や、HAPS（High-Altitude Platform Station：高高度通信プラットフォーム）、ドローンなどの

多様な通信プラットフォームを介して、海、空、宇宙などの異なる空間を多層的につなぐネットワークシステ

ムです（図 3-8）。近年では、一部のスマートフォンにおいて圏外の場所でも衛星経由の緊急通報サービス

が利用できる機能が搭載されたことで話題となりました。 
 

図 3-8 衛星・HAPS による通信サービスの提供イメージ 

 

衛星プラットフォームには、低軌道衛星（LEO）、中軌道衛星（MEO）、静止衛星（GEO）があり、これらの衛星

や HAPS の特徴と、開発・実用化を進めている主要な事業者を紹介します。 
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表 3-6 衛星・HAPS の開発を行う主な事業者 

 
サービス名（事業者） 衛星総数 軌道高度 

通信速度 

（下り公称値） 
サービス開始時期 

LEO 

Starlink 

（Space-X、米国） 

11,908 機（計画） 約 550 ㎞ ~220Mbps 2022 年 10 月開始 

Eutelsat OneWeb 

（OneWeb、英国） 

630 機以上 約 1,200km ~195Mbps 2024 年 12 月開始 

Project Kuiper 

（Amazon、米国） 

3,232 機（計画） 約 600km ~400Mbps 2026 年度予定 

 
 

事業者 特徴 備考 

HAPS 

SCEYE 

（米国） 

飛行船型 

全長 152m、直径 40m 

2024 年、成層圏における完全な日周飛行に成功した。 

Zephyr AIRBUS 

（欧州） 

固定翼 

翼長 25m 

成層圏滞空 3,000 時間の世界記録を持つ。 

HAPS モバイル 

（日本） 

固定翼 

翼長 78m 

AeroVironment（米）と Softbank との合弁で設立。 

Space Compass 

（日本） 

固定翼 

翼長 25m 

NTT とスカパーJSAT との合弁で設立。2026 年中のサービス開始

を目指し開発中。 

出典：総務省「電波利用に関する現状と課題について」 

Sceye HP（https://www.sceye.com/） 

Airbus HP(https://www.airbus.com/en/products-services/defence/uas/uas-solutions/zephyr) 

Softbank HP(https://www.softbank.jp/corp/philosophy/technology/) 

Space compass(https://space-compass.com/)  

 

一般に、NTN では、基地局として機能する媒体の高度が高ければ高いほどカバー領域が広くなりますが、

一方で、地表から距離が離れるほど通信遅延は大きくなります。このため、通信用途に応じてプラットフォー

ムを使い分けて活用することになります。また、HAPS の利用においては、成層圏が各国の領空に含まれる

ため、国際的な実用化には各国での法整備が重要となります。また実際に農地で活用する際には、給電設

備も同時に整備する必要がある点に留意が必要です。 

今後、高度や通信特性がそれぞれ異なるプラットフォームの進化、5G 技術や光通信技術の NTN への導

入、標準化の進展等により、二次元から三次元へ拡張された新たなネットワークサービスが期待されます。 

 

＜エッジコンピューティング＞ 

近年は画像解析技術の進歩により、鳥獣被害対策や営農におけるモニタリングにおいて、現地でカメラに

より撮影した大量の画像をクラウドサーバに転送し、AI で認識、解析することも可能となっているが、大容量

のデータ転送が伴うため、通信コストの増大や通信の遅延といった課題があります。 

このような条件では「エッジコンピューティング」の導入により、ユーザや端末の近くでデータ処理することで、

通信回線への負荷や通信遅延を生じさせない手法も検討の余地があります。 
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<事例 8>長野県塩尻市ほか エッジコンピューティングの導入事例 

長野県塩尻市では、1996 年より市独自の施策として ICT の活用を進めて

おり、全国初の市営プロバイダ事業、市内 130km にわたる光ファイバの整

備、市内全域をカバーする無線網を活用した児童見守りサービス、気象情報

案内、鳥獣被害対策などに先進的に取り組んでいます。 

このような中、2019 年に「長野県 AI・IoT 等先端技術導入・地域課題解決

型モデル創出支援事業」により、長野県内の複数事業者で連携し、AI を活用

した鳥獣対策の情報伝達システムを開発しました。 

従来のサル対策は、捕獲した個体に首輪型の発信器を取り付け、行動を分析することで柵の設置

や追い払いなどを行うという方法を取っていましたが、発信器の取付と運用に大きなコストがかかってし

まうというデメリットがありました。 

こうした課題に対応するため、畑などにカメラを設置し、サルが出没したときに撮影された画像を AI

で解析し、出没情報を関係者に伝達するという手法を検討しました。しかし、逐一撮影した画像をクラ

ウドサーバに送信して AI で解析するとなると、膨大なデータを高速で伝送可能な通信網が必要になっ

てしまいます。これを解決するため、現地の設備に AI 解析に必要な装置を組み込み、現地（エッジ側）

で画像の解析を行い、「サルを認識した」という情報のみを伝送することにより、データ量が少なくLPWA

でも通信可能なシステムを構築しました。 

現地での処理に必要な装置は、安価な

マイコンを採用するとともに、既存の学習済

AI を導入することでコストを抑えたシステム

としています。また、複数の画像から動くも

のを検出し、その中からサルをAIで認識す

るという 2 段階の判定方法により判定精度

を高めています。撮影した画像は SD カー

ドに保存され、後日回収して AI の学習デ

ータとして活用することで、判定精度の向

上や他の鳥獣へ適用拡大も可能となって

います。 

こうした検知情報がクラウドを介して地元

農家や猟友会にメール配信され、迅速な

追い払いや捕獲に寄与するとともに、農家

や猟友会の負担の軽減にも大きく貢献して

います。 

 

取組事例

エッジコンピューティングの模式図及び解析画像 
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3-2. 情報通信施設の配置計画の検討 

対象エリア、地形条件、電源の確保、施設の設置が可能な用地・建物の状況などの条件、電波の伝搬

シミュレーション、伝搬調査等を踏まえて、無線基地局の設置箇所を検討します。 

無線基地局の配置、既存通信施設、公道や利用可能な電柱等の諸条件を踏まえ光ファイバの路線計

画を検討します。 

光ファイバの計画路線、無線基地局の候補地点を踏査し、線路構築の可能性がある電柱や既存インフ

ラ、無線基地局を設置可能な用地・建物とその周辺状況（遮蔽物等の有無）を確認し、施設配置計画を策

定します。整備費用、維持管理費用の試算も行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．無線基地局の配置計画の考え方（ＬＰＷＡの例） 

（１）地形条件による通信への影響 

中山間地と平地では地形の違いから無線基地局の配置の考え方が異なります。中山間地では山に囲ま

れたエリアごとにスポット的に基地局を設置する必要があります。平地では、見通しの良い場所に基地局を

設置し、１つの基地局でできるだけ広域をカバーするようにします。 

 

図 3-9 中山間地と平野部での置局設計の考え方 

 
  

ポイント

 無線基地局の配置計画は、通信の安定性の確保、効率的な施設配置、維持管理の容易さなどの

観点で検討します。 

 光ファイバの路線計画の検討にあたっては、電柱の強度不足や電柱の不在といった状況も想定され

るため、既存インフラの活用、農業生産基盤整備等と連携した通信施設の整備等の幅広い視点で

の対応も検討します。 

ポイント
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（２）基地局設置箇所の選定の考え方 

基地局の設置箇所は、次のような場所が候補になります。 

① できるだけ高所に設置可能な場所 

見通しがいい高所に設置することで、通信距離が広がり、設置箇所数を少なくすることが可能になり

ます。 

② 事業主体や利用予定者など関係者が所有、管理する施設や公共施設 

関係者が所有・管理する施設（農業水利施設、カントリーエレベータ等の農業用施設等）や公共施

設の場合、施設利用料などのコストを抑えることが可能になるとともに、既に光ファイバがその施設まで

整備されている場合には工事費の縮減につながります。 

③ 維持管理のしやすい場所 

車でアクセスしやすい、高所作業車が不要など維持管理のしやすい箇所を検討します。 

④ 電源の確保しやすい場所 

   設置予定箇所の周辺に使用可能なコンセントがあれば、設置コストも安く安定的な電力供給が可能

です。コンセントがない場合には、ソーラーパネル＋バッテリーでの運用を検討します。その場合、日照

時間など必要な条件が確保できる必要があります。 

 
図 3-10 無線基地局の配置の候補となりえる施設の例 
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（３）電波伝搬シミュレーション 

基地局設置箇所の候補地の選定にあたっては、専用ソフトを使って簡易的に電波伝搬シミュレーションを

行うことが可能です。こうした方法も活用して候補地点の選定、絞り込みを行います。 

図 3-11 電波伝搬状況のシミュレート図 

 

（４）電波の伝搬試験 

無線基地局の設置箇所の候補地が決まったら、実際に電波が届くかどうか現地で試験を行います。伝

搬試験は、電気通信事業者の協力の下で、次のような流れで行います。 

① 無線基地局の候補地に、電波試験機（親局）を設置 

② 通信端末（子局）の設置予定地に試験端末を設置し通信状況を確認 

③ 電波が届かない場合は、設置位置を見直し再度確認 

④ 見直しを行っても電波が届かない場合は、無線基地局（親局）の追加を検討 

⑤ ①～④を繰り返し、対象区域内の電波伝播状況を整理 

図 3-12 電波の伝播状況の試験調査の取組例 
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（５）無線基地局の配置案の検討 

地図上に電波の伝播状況を整理して図式化し、最適と考えられる配置案を取りまとめます（図 3-13）。

なお、用地買収や借地が必要な箇所については、地権者への説明、同意取得も並行して実施する必要が

あります。 

図 3-13 の例では、無線基地局の配置計画の検討を次の手順で実施しています。 

① 子局(センサ類)の設置予定箇所を地図上にプロットする。 

② 当該エリアは平地であることから、およそ 1～2km 程度の同心円を通信可能なエリアと想定し、最も

効率良くカバー可能であるとともに、P48 に示す条件の両方を満たす場所を地図上から割り出し、候

補地として４箇所を選定。 

ア 基地局①（揚水機場）、②（排水機場） 

高所に設置可能、施設管理者である市の許可の取得及び電源の確保が容易であったことから選

定。 

イ 基地局③、④（高台） 

高所に設置可能、施設管理者である市の許可の取得が容易であったこと及び子局が近く安定的

な通信確保が見込まれたことから選定。 

③ 候補地を選定後、P49の（３）、（４）に示す電波伝搬状況のシミュレーション及び実測を行い、問題無

いことを確認した上で、無線基地局の設置場所を確定させた。 

図 3-13 無線基地局の配置案 

 
出典：国土交通省国土地理院作成の電子地形図を加工して作成 

  



 

51 

農業農村における情報通信環境整備のガイドライン 

 

 

<事例 9>袋井市における LPWA 無線基地局の配置計画例 

静岡県袋井市では、地元土地改良区による幹線用水路から

末端用水路への分水管理のための見回りや、市役所による排水

機場の降雨時の監視等に多大な労力を要していました。このた

め、令和２年度から農林水産省の実証事業を活用して、ICT を

活用した管理の省力化に取り組んでいます。 

実証にあたって、まず施設を管理する土地改良区、市から現在の管理方法と ICT 導入後に期待す

る効果についてヒアリングを行いました。その後、現地踏査により、水位センサ、監視カメラ等の通信端

末を設置する箇所を選定しました。そのうえで、設置箇所数、月々の通信コストやデータの送受信容量

を踏まえ、通信規格を LPWA とし、そのうち導入可能な端末が特定の事業者に限定されないオープン

規格である「LoRaWAN(R)」を採用しました。また、基地局の設置箇所の選定に当たっては、 

(1) 通信端末に電波を安定して到達させるため、見通しの良い高所であること 

(2) 管理主体が保守・メンテナンスを柔軟に行うことができる施設であること 

(3) 将来通信端末の設置可能性がある施設をカバーできる場所であること 

といった条件を踏まえ、仮設の無線基地局による電波の伝搬試験を経て、袋井市役所屋上及び月見

の里遊学館（袋井市管理）の２箇所を選定しました。 

 

 

 

 

 

地域内で最も高所の袋井市役

所屋上に取り付けた LPWA 基地局

は半径 3km 程度の通信距離を見

込むことができ、通信端末にリトライ

（再通信）機能を持つものを導入す

ることで、通信成功率はほぼ 100%

を確保できました。 

また、運用コストを検証した結

果、従来型の管理システムに比べ

更新費用、通信費、人件費につい

て５年間で約２千万円（年間約

390 万円）の削減効果が期待でき

ることがわかりました。 

アンテナ 

取組事例

袋井市役所屋上からの見通し

LPWA 基地局 

（袋井市役所屋上） 

袋井市における LPWA 無線基地局の配置計画 

出典：国土交通省国土地理院作成の電子地形図を加工して作成

LPWA 基地局 

（月見の里遊学館） 
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    <事例 10>大阪府能勢町 中山間地域における無線基地局の配置計画 

大阪府能勢町天王地区では、スマート農業技術を活用して生産性向

上、収益向上、生活環境の改善を図るべく、地域住民により「天王ナチュ

ラルファーム」が組織され、農地集積・集約化、農産物の販路拡大、農産

加工品の新規開発、農業体験イベントの開催等の取組が行われていま

す。 

令和 2 年度からは、「スマート農業加速化実証プロジェクト」の採択を受

け、携帯電話通信網とLPWA（LoRaWAN(R)）を活用した農地の水管理、鳥

獣わなの見回りの省力化に取り組んでいます。 

取組に当たり、まず携帯電話（LTE）

の通信可能エリアを地図上で重ねると

ともに、現地で電波の伝搬状態を確認

したところ、一部の農地では携帯電話

の通信圏外であること、携帯電話の通

信圏内に設置した LPWA 基地局から

は、末端の農地まで LPWA の電波が

届かないことが判明しました。 

このことから、本地区では、携帯電

話の通信可能エリア圏外に LPWA 基

地局のリピーター（中継局）を 2 基設置

することにより LPWA の通信可能範囲

を拡大させました。 

これにより、携帯電話の通信圏外でも通信環境を確保するとともに、LPWA を活用した緊急時の通信

手段の確立など、中山間地域における農作業を安心安全に行うための環境づくりにも寄与しています。 

取組事例

能勢町における LPWA 通信網 模式図

LTE 通信可能エリアと受益農地に対応した LPWA 基地局の配置計画

出典：国土地理院撮影の空中写真（2009 年撮影）を加工して作成 
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２．光ファイバの整備計画の考え方 

（１）農地エリアにおける光ファイバ整備の留意点 

人が住まない農地エリアでは、次のような点で、居住エリアにおける整備とは条件が異なる場合があるの

で、注意が必要です。 

① 電柱が存在しない、電柱を新たに建柱するスペースの確保が難しい、電力・電線の電柱が存在して

いても、荷重計算(積載荷重や風荷重)上の強度不足により共架不可の可能性がある。 

② 既設の電気通信事業者の通信設備に接続する場合、居住エリアのニーズに応じた設計がされてお

り、新たなニーズに対し通信容量が足りない可能性がある。 

③ 光ファイバのセンター設備を設けている局舎からサービスの提供を計画するエリアまでが遠い場合、

減衰により十分な性能を発揮できない可能性がある。 

 

（２）光ファイバの導入方式 

光ファイバの導入にあたっては、電気通信事業者のサービスに加入する「引き込み」と、自らが施設を整

備し、運用・管理を行う「自営線」方式があります。 

特に農地エリアでは、電気通信事業者によるサービス提供が行われておらず、自営線方式により敷設し、

電気通信事業者と相互接続を行うことが多くなると想定されます。 

調査の段階で、電気通信事業者との間で、引き込みの可否や自営線の相互接続、自治体資産の IRU１５)

ケーブルの貸与可否についても確認しておくことが望まれます。 

 
表 3-7 光ファイバの導入方式と特徴 

導入方式 長所 短所 

引き込み 

・既存の電気通信事業者のサービスに加入申

込みを行い、電気通信事業者による引き込み

工事を行うだけのため、手続きが容易である。 

・他の利用者と光ファイバの芯線を共有するため、

各自の通信容量が増大した場合、安定した通信速

度を維持できない可能性や回線増強の必要性が

ある。 

・インターネットに接続する場合、１回線１契約毎の

料金が必要となり、接続数が多くなる場合はコスト

が増大する。 

・電気通信事業者のサービス提供外エリアの場合、

申込みが不可能。 

自営線 
・自らのニーズに沿った通信容量の芯線を敷設

できるため、安定した通信品質を確保できる。 

・局舎、芯線等の一式の設備を自らで整備・管理す

る必要があるため、建設・運用コストがかかる（ただ

し、ＩＲＵによる管理委託等も可能な場合がある。）。 

・インターネットに接続する場合、他の電気通信事業

者との相互接続の必要が生じ、接続設備の設計・

構築や各種手続きが必要となる。 

・第三者に通信のサービスを提供する場合、電気通

信事業者の資格が必要である。 

 

  

 

１５) IRU：Indefeasible Right of User の略。関係者の合意がない限り、破棄または終了させることができない長期安定的な設

備等の使用権契約。 
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（３）敷設方法 

光ファイバの主な敷設方法としては、架空線方式と地中化方式があります。現地の状況を踏まえ、適切

な方式を選定します。 

農地エリアでは、敷設の延長が長く、そもそも電柱がない、電柱の空きがないといった厳しい条件になる

場合も想定されます。そういった場合でも、既存の施設（水道溝、電灯、鉄道敷地等）の活用や他者の光フ

ァイバとの一束化１６)により解決した事例もあります。(図 3-14)。このほか、通水断面や施設管理上支障の

ない範囲で、水路敷の活用等についても検討します。 

 

表 3-8 光ファイバの敷設形態 

敷設方法 長所 短所 

架空線方式 

・施工に掘削を伴わないので、工事費用が安く、

電力、電線などの電柱が共架可能な場合は活

用が可能。 

・地中化方式に比べ施工がしやすく、需要の変

動に対して、スピーディな対応が可能。 

・地震や台風といった災害に弱く、断線の可能性

が地中化方式よりも高い。 

・電柱が道路の有効幅を狭める為、通行車両の

妨げとなりやすく、衝突の危険性がある 

・電柱により景観が悪くなる。 

地中化方式 

・地震や台風といった災害に強い。 

・道路を広く使うことができ、通行車両の衝突、

破損の危険性が少ない。 

・景観が良い。 

・施工に掘削を伴う為、工期が長く工事費用が

高くなる。 

・設備増強が必要になった場合、架空線方式に

比べて施工しにくい。 

・農村地域では道路下にパイプライン等が敷設さ

れている場合、設置に必要なスペースの確保

や施工が難しくなる。 

 

 

 

  

 

１６) 一束化：電柱を使用する複数の事業者の通信線を 1 箇所の共架ポイントに束ねて敷設すること。 

図 3-14 条件不利地域における光ファイバの敷設の解決事例 

（関西ブロードバンド株式会社提供）
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  <事例 11>志布志市におけるローカル 5G、光ファイバの配置計画の検討例 

鹿児島県志布志市では、少子高齢化の影響によりお茶農家

の数が年々減少しており、将来的な人手不足に対応するため、

令和 2 年度から農林水産省と総務省の実証事業を活用して、

農業ロボットによる農作業の自動化の実現に向けたローカル 5G

等の実証を行いました。 

実証にあたり、ローカル 5G などの無線通信を整備するため

に、無線基地局と通信事業者が提供する通信回線をつなぐ中

継回線として光ファイバが必要でしたが、実証を行うほ場には、

光ファイバが敷設されていませんでした。そこで、新たに光ファ

イバの線路敷設を行うため、ほ場まで最短でつながるルートに

は既設の電柱が無く、建柱作業には高いコストと時間がかかる

ことから最短ルートでの敷設は見送りました。次に、既存通信網

として加入ダークファイバのルートを検討しましたが、過疎地に

は加入ダークファイバのルートが少なく、また市が所有する既設

の住民サービス用光ファイバ網の余り芯もありませんでした。 

そういった状況から最終的に新たな光ファイバを構築するし

かなかったため、建柱費用を抑える手段として、志布志市の光

ファイバ網と一束化して構築する方法を市に打診しました。九

州電力、NTT、総合通信局、志布志市の関係部署と調整を行

い、異事業者同士の光ファイバ網の一束化が許可され、官民

が協力して通信網を整備することができました。新たに建柱す

る場合、工期は半年から 1 年程度かかる見込みでしたが、一

束化して整備することにより、わずか 2 か月で完了することがで

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

取組事例

光ファイバの敷設計画 

一束化した光ファイバ 

自動摘採機 

ローカル 5G の電波シミュレーション 

（富士通株式会社、関西ブロードバンド株式会社提供）
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3-3. 整備・運用方式の検討 

民設民営、公設民営、公設公営等の整備・運用方式を検討します。ＩＲＵ契約１７ 

関係者間の役割分担、整備・運用コストの負担割合、料金徴収の有無・料金設定等の方針を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜情報通信施設の整備運用方式の類型＞ 

 

 

出典：総務省「無線システム普及支援事業費補助金 高度無線環境整備推進事業実施マニュアル 第 2.6 版（令和４年１月）」 

 

＜費用按分の考え方＞ 

費用の按分の考え方については、対象施設・設備で区切る、費用を折半する等の方法が想定されます。

光ファイバの按分の考え方については、総務省「無線システム普及支援事業費等補助金 高度無線環境

整備推進事業実施マニュアル」に記載されています。 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/broadband/index.html  

 

１７) IRU 契約：当事者が一方的に破棄し得ない使用権（Indefeasible Right of User）を設定する契約のこと。事業者の同意な

しには契約が破棄できない、使用契約期間が 10 年以上であるなど借り手が設備を支配・管理していると認められる必要

がある。詳しくは、「地方公共団体が保有する光ファイバ網の電気通信事業者への開放に関する標準手続」

（https://www.soumu.go.jp/main_content/000015807.pdf）参照 

 民間事業者の意向、地方公共団体として可能な財政措置や利用可能な国の支援策等を総合的に

勘案して整備・運用方式を検討します。 

 公設民営方式の場合、IRU 契約 17)と呼ばれる方法で民間事業者が自治体より施設を借り受け運営

を行う場合が想定されます。この場合、IRU の相手となる電気通信事業者とは、調査段階から調整を

行う必要があります。 

 共同利用、共同施工を行う場合は、費用の按分方法について検討を行います。 

ポイント

表 3-9 情報通信施設の運用体制のモデル 
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3-4. 整備計画の策定 

整備する施設の仕様を決定し、整備に必要な概算費用を算定します。 

施設整備に必要な費用を賄うための予算を確保します。 

これまで調査、検討した内容を計画書としてとりまとめます。 

 

 

 

 

 

＜情報通信環境の整備が可能な主な補助事業(令和８年４月時点)＞ 

事業名 所管官庁 事業実施主体 
補助率 

（国費） 
備考 

①  農業水利施設等の省力化・高度化等のための光ファイバ、無線基地局や通信端末の整備を行いた

い。 

農業生産基盤情報通信環境整備事業 農林水産省 
都道府県、市町村、土地改良区、

JA、農業法人、地域協議会  等 
1/2 等  

② 光ファイバ、無線基地局等の整備を行いたい。【総務省事業】 

高度無線環境整備推進事業 総務省 
地方公共団体、 

電気通信事業者 
1/2 等  

地域社会 DX 推進パッケージ事業 総務省 地方公共団体、企業・団体 等 1/2 等  

③ 農業水利施設の遠隔監視や遠隔操作を行いたい。 

水利施設整備事業 農林水産省 都道府県、市町村等 1/2 等 ④も可 

畑地帯総合整備事業 農林水産省 都道府県、市町村等 1/2 等 ④も可 

④ 遠隔操作可能な自動給水栓を導入したい。 

農業競争力強化農地整備事業 農林水産省 都道府県 1/2 等  

農地中間管理機構農地整備事業 農林水産省 都道府県、市町村 62.5% 等 
（補助＋推進費）  

⑤ 農業用ため池の監視・管理体制の強化をしたい。 

農村地域防災減災事業 農林水産省 都道府県、市町村等 1/2 等  

農業水路等長寿命化・防災減災事業 農林水産省 都道府県、市町村等 1/2 等 ③、④も可 

⑥ 農機の自動操舵のための RTK-GNSS 基準局を導入したい。 

農地耕作条件改善事業 農林水産省 
都道府県、市町村、土地改良区、

JA、農業法人等 
1/2 等 ④も可 

畑作等促進整備事業 農林水産省 
都道府県、市町村、土地改良区、

JA、農業法人等 
1/2 等 ④も可 

⑦ ICT を活用した鳥獣被害対策を行いたい。 

鳥獣被害防止総合対策交付金 農林水産省 地方公共団体、地域協議会等 1/2 等  

⑧ スマート農業に必要な自動運転トラクタやドローンを導入したい。 
スマート農業・農業支援サービス事業導

入総合サポート事業のうちサービス加速

化事業（農業支援サービスの育成加速

化支援） 

農林水産省 農業支援サービス事業体 1/2 以内  

スマート農業・農業支援サービス事業導

入総合サポート事業のうちスマ転事業

（スマート技術体系への包括的転換加

速化総合対策事業） 

農林水産省 農業者、民間事業者等 1/2 以内  

 予算確保にあたり補助事業を活用する場合には、支援対象範囲や採択要件、事業の申請手続、ス

ケジュールなどを所管省庁や必要に応じて都道府県、市町村に確認、相談しておくことが重要です。 

 補助事業を活用する場合、費用の算定は、所定の基準に従い行う必要があります。 

ポイントポイント
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※事業の詳細は巻末資料を参照。  

産地生産基盤パワーアップ事業 農林水産省 

地域農業再生協議会等が作成す

る「産地パワーアップ計画（収益性

向上対策）」 に参加する農業者、

農業者団体 等 

1/2 以内  

担い手への農業用機械・施設の導入 農林水産省 
地域計画の目標地図に位置付け

られた者 

3/10 

以内等 
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＜事業費算定にあたっての留意点＞ 

補助事業による整備を行う場合、整備費（補助対象経費）の算定に当たっては、次の点に留意する必要

があります。 

（１）整備しようとする施設・設備が事業目的の達成に合致しているか。 

・ 過剰なもの、不必要なもの等を整備していないか確認すること。 

・ 個々の事業内容に鑑みて、その事業の目的の達成に必要でない施設・設備は補助の対象とはなら

ない（使用時期が未定、使用目的や効果が不明確等）。 

（２）整備した施設や設備が将来的に継続して使用が見込めるか。 

・ ICT 関連機器は耐用年数が５～７年であるとともに技術革新が著しく、陳腐化も激しいため、整備した

設備が十分な効果を発揮できなくなることのないよう、機器更新方法、財源の確保なども含め、規格

選定段階より十分な検討を行うこと。 

（３）重複投資になっていないか。 

・ 遊休している施設・設備があるにもかかわらず、同様の物を整備してしまう等結果として重複投資と

ならないように注意すること。 

・ 事業主体内での既存設備との重複だけでなく、都道府県、市町村、民間電気通信事業者又は第三

セクター法人等の所有する設備との重複に関しても、調査結果を基に十分に留意して検討・調整を

行うこと。 

（４）既存のインフラを有効活用できているか。 

・ 既存のネットワークを活用する等、積極的に既存インフラを活用すること。なお、交付金又は補助金

を利用して整備した光ファイバ等を利用する場合、財産処分の要否等に留意し、必要に応じて補助

事業を所管する省庁、自治体に確認すること。 

・ 既存の回線等をできる限り活用できるように調整を行うこと。 

（５）用地取得費・道路整備費や附帯工事費は、補助事業の実施に必要最低限の費用であるかどうか。 

・ 補助金で整備しようとしている施設・設備に関係のない用地の取得や工事（調査設計や工事）に係る

費用が含まれていないように注意すること。 

（６）補助対象経費でないものが含まれていないか。 

・ 補助対象経費に該当するか明確に判断出来ないものについては、事業主体は補助事業を所管す

る省庁、自治体に対し協議すること。 

参考：総務省「高度無線環境整備推進事業実施マニュアル」 
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＜補助事業を活用する場合の費用算定基準等＞ 

関係省庁 基準名 備考 

国土交通省 土木工事標準積算基準  

   〃 土木工事標準積算基準書（電気通信編）  

   〃 電気通信関係技術者等単価  

   〃 公共建築工事共通費積算基準  

農林水産省 土地改良工事積算基準（土木工事）  

   〃 土地改良工事積算基準（施設機械）  

国土交通省、農林水産省 公共工事設計労務単価  

        〃 設計業務委託等技術者単価  

（一財）建設物価調査会 建設物価  

        〃 土木コスト資料  

（一財）経済調査会 積算資料  

     〃 土木施工単価  
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＜計画書の作成＞ 

これまでの調査・検討内容を計画書としてとりまとめます。記載内容の例は以下のとおりです。 

 

 

 

 

○○地区情報通信環境整備計画 

 

年  月 

○○県○○市／○○町／○○村／○○土地改良区 等 

 

 

 

＜情報通信環境整備計画 目次＞ 

 

１．情報通信環境現況調書 

（１）計画区域の情報通信環境の現状と課題 

（２）計画区域における情報通信環境の導入ニーズの把握 

 

２．施設整備計画の内容 

（１）情報通信環境整備体制の検討 

（２）通信方式の検討及び通信ネットワークの設計 

（３）試行調査の取組結果 

（４）施設の仕様及び配置計画の検討 

（５）整備、運用方式の検討 

（６）概算事業費算定 

（７）関係機関等との協議事項 

（８）その他事項 

（９）事業実施計画図 
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3-5. 関係機関・他事業者との協議 

情報通信施設の整備、運用に向け、関係法令に基づく必要な手続等を行います。 
 

表 3-10 整備に当たって必要な主な手続き一覧 

段
階 手続名 区分 協議先 根拠法令等 

工
事 

道路占用許可 申請 道路管理者 道路法第 32 条、36 条 

道路使用（工事）許可 申請 道路管理者 道路法第 24 条 

河川占用許可 申請 河川管理者 河川法第 24 条 

河川使用許可 申請 河川管理者 河川法第 26 条 

河川の掘削許可 申請 河川管理者 河川法第 27 条 

法定外公共物、公共用地 

占用（使用）許可 
申請 地方公共団体 

地方公共団体の定める条

例等 

鉄道用地占用（使用）許可 申請 鉄道会社 鉄道会社の定める規則等 

民有地の買収（使用）承諾 承諾 地権者 
民法第 265 条、555 条、

601 条等 

電柱共架・添架手続 申請 電柱管理者 
電柱管理者の定める規則

等 

運
用 

電気通信事業登録又は届出 

登録 

又は 

届出 

各総合通信局 
電気通信事業法第 9 条、

16 条、165 条 

有線電気通信設備の届出 届出 各総合通信局 有線電気通信法第 3 条 

河川・道路管理光ファイバの民間事業者等による利

用申込 
申請 

北海道開発局 

各地方整備局 

沖縄総合事務局 

施設管理者の定める規則

等 

他電気通信事業者１８)との相互接続に関する申請 申請 各電気通信事業者 
各電気通信事業者の定め

る規則等 

無線局の免許 申請 各総合通信局 電波法第 4 条 

無線局の登録 登録 各総合通信局 電波法第 27 条 

 

  

 

１８) ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、地方公共団体、公営企業体、ケーブルテレビ会社、第三セクター等 
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第4章 工事・運営管理 
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4-1. 地元説明 

整備計画の内容、工事や運用のスケジュール、開始されるサービスなどについて、利用予定者や地元

関係者を対象とした説明会を開催します。 

 
 
 
 
 
 

 

図 4-1 説明会の実施状況 

 
 

説明会で用意する資料の例 

① 工事エリア、情報通信施設の位置、新規サービスの提供範囲がわかる事業実施平面図 

② 工事～サービス提供時期のわかるスケジュール表 

③ 工事実施時に伴う注意事項（道路の通行制限の見込み等） 

④ 新しく提供可能となる情報通信サービスに関する資料 等 

 

4-2. 整備事業者の選定 

入札等の手続により工事等を行う事業者を選定します。 

 
 

  

 説明会は、自治体の広報誌や web サイトにより案内するほか、町内会等の住民組織に依頼し、案内

状を集落単位で配布するなど広く周知するとともに、集落単位や工事のエリア単位で実施するなど、

多くの住民、農家などの利用予定者が参加できるようにすることが重要です。 

 事前に実証試験などを行っている場合には、現地でデモンストレーションを行うなど実物を見たり、体

験してもらうことも有効と考えられます。 

ポイントポイント

 補助金等の交付を受けて実施する場合は、当該補助金に関する法令、運用・マニュアル等を確認

のうえ、適切な方法により受注者選定を行う必要があります。 

 随意契約により発注する場合でも、複数の事業者から見積徴集を行うことやプロポーザル方式による

など選定理由を明確にしておくことが重要です。 

ポイントポイント
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4-3. 無線局の免許・登録 

無線局の設置に必要な免許又は登録の手続を行います。必要に応じて、無線従事者の確保・選任を行

います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1 無線局免許・登録の要否 

 

＜申請・登録に必要な手続＞ 

申請・登録には、無線局の開設目的、設置場所、使用する無線機の工事設計などを記載した添付資料

が必要です。手続きの流れや方法については、総務省電波利用ページに各手続きの詳細が記載されてい

ます。 

総務省 web サイト「電波利用ページ（免許関係）」  https://www.tele.soumu.go.jp/j/proc/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要否 無線局の種類 備考 

(1) 免許が必要なもの (2)(3) 以外の無線局  

(2) 免許が不要なもの 

微弱無線局（発射する電波が著しく微弱なもの）  

PHS、コードレス電話、特定小電力無線局など LPWA 等 

市民ラジオ（27MHz 帯のトランシーバー）  

(3) 登録が必要なもの 

5GHz 帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、 

携帯基地局及び携帯局 
 

5.2GHz 帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局  

空中線電力が 10MW 以下の PHS の基地局  

周波数ホッピング方式の 2.4GHz 帯構内無線局  

950MHz 帯構内無線局  

デジタル簡易無線局  

 電波の混信を防ぐため無線局の開局には免許又は登録が必要な場合があります。利用する無線局

の種別について免許又は登録の要否、必要な手続を確認しておく必要があります。（表 4-1） 

 免許又は登録の申請手続きに要する期間は規格により前後しますが、概ね 15 日～3 ヶ月程度を要

します。工事の開始予定時期から逆算し整備予定地域を管轄する各地方総合通信局へ事前相

談、申請内容等の確認、申請という流れで手続を進めます。 

 無線の種別によっては、資格を有する無線従事者の選任を行う必要があるため、必要な資格（第一

級～第三級陸上特殊無線技士など）を有する無線従事者を確保します。 

ポイントポイント

図 4-2 無線局の免許、登録申請フロー 
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＜ローカル 5G 及び自営等 BWA における主な手続・要件等（参考）＞ 

 農業農村における情報通信環境整備において導入検討の可能性が高い無線通信規格のうち、ローカル

5G 及び自営等 BWA における主な手続・要件等は表 4-2 のとおりです。 

表 4-2 ローカル 5G 及び自営等 BWA における主な手続・要件等 

主な事項 内容 備考 

無線局開設

の免許申請 

 提出書類：無線局事項書、工事設計書、エリ

アの範囲を示す図※、登記事項証明書※等 

※自己土地利用の場合 

 申請書提出の２～３カ月前に管轄の総合通信局

への事前相談が必要 

 標準処理期間１カ月半 

無線従事者

の資格要件 

 第三級陸上特殊無線技士  空中線電力 100W 超の場合は第一級陸上特殊

無線技士の資格要件が適用される。 

電波利用料 

（年額） 

（令和７年 10

月１日改定） 

 
基地局 

陸上移動局 

（包括免許） 

 

ローカル 5G（4.6-4.9GHz） 3,900 円/局 280 円/局  

ローカル 5G（28.2-29.1GHz） 3,700 円/局 280 円/局  

自営等 BWA(2575-2595MHz) 

※空中線電力が 0.01W を超える場合 
27,300 円/局※ 280 円/局  

提供範囲  自己の建物内又は自己の土地内（自己土地

利用） 

 他者の建物又は土地等での利用は、固定通

信のみ可能（他者土地利用） 

 自営等 BWA は、地域 BWA で利用されてい

ない場所で開設することが基本。 

 近隣の土地の所有者が加入する団体によって、加

入者の土地で一体的に業務が行われる場合は

「自己土地利用」として取り扱う。 

免許人の範

囲 

（自己土地利用） 

 建物や土地の所有者等 

 建物や土地の所有者等から依頼を受けた者 

（他者土地利用） 

 当該建物又は土地の所有者等以外の者 

 ローカル 5G は、携帯電話事業及び全国 BWA 事

業者（全国 MNO）は対象外。ただし、全国 MNO の

子会社等の関連企業は免許取得可能。 

 自営等 BWA については、全国 MNO 又はその子会

社等の関連企業は対象外。 

免許申請に 

係る調整 

 近接するローカル 5G 又は自営等 BWA 免許

人とのエリア調整が必要。 

 

電気通信事

業の登録 

 電気通信事業を営もうとする場合は電気通

信事業の登録が必要。 

 ローカル 5G、自営等 BWA を自己の需要の

ために提供する場合は、登録は不要。 

 

※詳細は総務省ホームページ及び第５世代モバイル推進フォーラム（5GMF）ホームページを御覧ください。 

 

総務省「ローカル 5G 導入に関するガイドライン」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000804382.pdf 

第 5 世代モバイル推進フォーラム（5GMF）「ローカル 5G 免許申請支援マニュアル 3.02 版」 

https://5gmf.jp/case/ 

https://5gmf.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/local-5g-manual3_02b.pdf 

電気通信事業参入マニュアル 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000739290.pdf 

電気通信事業参入マニュアル【追補版】 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf 

電気通信事業参入・変更手続の案内 

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/denkitsushin_suishin/tetsuzuki/index.html  
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5-1. 情報通信環境整備用語索引 

索

引 
用語 用語解説 

本書 

 掲載※ 

4 4G 
（ふぉーじー） 

「第４世代移動通信システム」のことで、700M～900MHz 帯、1.5G～

3.5GHz 帯の周波数が使われている。3.9 世代（LTE）の 10 倍の通信速度

（1Gbps）や、複数の通信波を束ねて高速通信を実現するキャリアアグリゲ

ーション技術等により、現行の携帯電話より柔軟で周波数利用効率の高い

電波利用を実現している。 

33P, 

35P 

5 5G 
（ふぁいぶじー） 

「第５世代移動通信システム」のことで、3.7GHz 帯、4.5GHz 帯、28GHz

帯の周波数が使われている。4G までの移動体無線技術の進化の延長線

上にある超高速通信（20Gbps）だけでなく、超低遅延通信及び多数同時

接続といった 4G までには無かった新たな機能を持つ次世代の移動通信

システムであり、これまでの人と人がコミュニケーションを行うことを想定した

ツールとしてだけでなく、身の回りのあらゆるモノがネットワークにつながる

IoT 時代の ICT 基盤として期待されている。 

10P, 

11P, 

34P, 

35P, 

36P 

A AI 
（えーあい） 

Artificial Intelligence の略で、人工知能のこと。 11P 

B BCP 
（びーしーぴー） 

Business Continuity Plan（事業継続計画） の略。何らかの障害が発生

した場合に重要な業務が中断しないこと、または業務が中断した場合でも

目標とした復旧時間内に事業が再開できるようにするための対応策などを

定めた包括的な行動計画。 

 

 bps 
（びーぴーえす） 

「bit per second」の略であり、ビット毎秒、即ち 1 秒間にデータ転送路上

の仮想の、または物理的な地点を通過した（すなわち転送された）ビット数

と定義される。 

10P, 

34P 

 Bluetooth 
（ぶるーとぅーす） 

無線 LAN のようにデータの送受信を行うための無線通信の規格。最大

通信距離が無線 LAN より短い半面、消費電力が少ないという利点があり、

ウェアラブルデバイス、ワイヤレスイヤホン等の機器に使用される。 

35P 

 BWA 
（びーだぶりゅーえ

ー） 

Broadband Wireless Access（広帯域移動無線アクセス）の略で、

2.5GHz 帯の周波数が使われている。信号を伝えるケーブルの代わりに無

線（電波）を使うデータ通信サービスであり、無線通信技術として、国際的

な標準規格である WiMAX や AXGP を利用している。 

特徴として、固定光回線並みの高速通信（下り最大 220Mbps）が実現

可能であるとともに、１つの基地局で広域をカバー可能（半径２～３Km）。 

BWA のうち、日本全国において公衆向け高速データ通信を行う「全国

BWA（日本では Wireless City Planning、UQ コミュニケーションズの２社が

事業を実施）」、１つの市町村の行政区域の全部又は一部、都道府県の

行政区域の一部などの対象とした「地域 BWA」、自己土地内での利用の

ための「自営等 BWA」に分類される。 

12P, 

23P, 

35P, 

36P, 

66P 

F FTTH 
（えふてぃーてぃーえ

っち） 

Fiber To The Home の略。各家庭まで光ファイバケーブルを敷設するこ

とにより、数十～最大1G bps程度の超高速インターネットアクセスが可能。 

3P 

 FWA 
（えふだぶりゅーえ

ー） 

Fixed Wireless Access の略。加入者系無線アクセスシステム。P-P

（対向）方式、P-MP（1 対多）方式があり、それぞれ最大百数十 Mbps、

10Mbps の通信が実現可能。 

 

G GEO 
（じーいーおー） 

Geostationary Earth Orbit（静止軌道）の略で、高度約 3 万 6,000km の

軌道上にある静止衛星のこと。衛星から地上局アンテナ間の片道電波伝

搬時間が約 120ms と比較的長いものの、３～４機で地球全体をカバーし、

かつ常時通信が可能であることから、モバイルバックホールとして地上ネッ

トワークを補完している。 

44P 

※複数のページに掲載されている場合は、掲載ページの一部のみ記載。 
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H HAPS 
（はっぷす） 

High Altitude Platform Station（高高度プラットフォーム）の略。成層圏プ

ラットフォームとも呼ばれ、地上約 20km 上空の成層圏を長期間に渡って

無着陸で飛行できる無人飛行体を利用し、成層圏から広域な無線通信サ

ービスを提供するシステム。 

44P 

I IP・IP 通信 
（あいぴー・あいぴー

つうしん） 

Internet Protocol の略。複数の通信ネットワークを相互に接続可能とす

るプロトコルの一つ。 
13P, 

40P 

 IOWN 
（あいおん） 

Innovative Optical and Wireless Network の略で、NTT が提唱する光技

術を基にした次世代情報通信基盤の構想。現在様々なネットワーク機器

が電気信号によりデータ処理を行っているが、これらを光技術に置き換え

てネットワークから端末まで一度も電気変換することなく光通信のみで完結

させることにより、従来に比べて低消費電力、高品質・大容量、低遅延伝

送の実現を目指している。 

 

 ICT 
（あいしーてぃー） 

Information & Communications Technology（情報通信技術）の略。 2P,3P 

 IEEE802.11ah 
（あいとりぷるいーは

ちまるにてんいちいち

えーえっち） 

920MHz 帯の周波数を利用する通信手段のひとつで、特に IoT の通信

システムとして様々な分野で活用が期待される新しい種類の Wi-Fi 規格。

通称「Wi-Fi HaLow™（ワイファイ ヘイロー）」。 

「従来の Wi-Fi と比べて伝送エリアが広い」「免許不要で自営設置が可

能」「フルオープンかつ標準規格である IP 通信の LPWA」「画像や映像に

適した、数 Mbps のスループット」という特徴を持つ。 

 

13P, 

36P, 

39P 

43P 

 IoT 
（ あ いおー てぃ ー）

  

Internet of Things の略で、「モノのインターネット」と呼ばれる。自動車、

家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつながり、情報のや

り取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新た

な付加価値を生み出す。 

13P, 

29P, 

46P 

 IRU 
（あいあーるゆー） 

Indefeasible Right of User の略。関係者の合意がない限り、破棄また

は終了させることができない長期安定的な設備等の使用権・契約。  

53P, 

56P 

L LAN 
（らん） 

Local Area Network の略。企業内、ビル内、事業所内等の狭い空間に

おいてコンピュータやプリンタ等の機器を接続するネットワーク。  

4P, 

35P 

 LEO 
（えるいーおー） 

Low Earth Orbit（低軌道）の略。高度数百〜約 2000 km の軌道上にあ

る衛星であり、GEO と比較して低高度、かつ片道電波伝搬時間が数 ms と

いう低遅延の特長を活かし、衛星携帯電話や衛星センシングで利用され

る。 

44P, 

45P 

 LoRaWAN(R) 

（ろーらわん） 
LPWA の１つ。デバイスからゲートウェイまでの通信方式・制御方式を定

めたプロトコルを指し、特定ベンダーに捉われない、LoRa Alliance(R)という第

三者機関にて仕様が策定されるとともに、オープンソースとして公開されて

いることから、仕様に準拠した製品同士であれば、ベンダーが異なっても相

互通信が可能なため、センサなど接続機器の選択肢を広げることが可能

である。 

20P, 

39P, 

51P, 

52P 

 LPWA 
（えるぴーだぶりゅー

えー） 

「Low Power Wide Area」の略。通信速度は数 kbps から数百kbps程

度と携帯電話システムと比較して低速なものの、一般的な電池で数年か

ら数十年にわたって運用可能な省電力性や、数kmから数十kmもの通信

が可能な広域性を有する無線通信技術の総称。LPWAには、無線局の免

許・登録が必要ない「アンライセンスバンド」と免許・登録が必要である「ライ

センスバンド」の2種類がある。アンライセンスバンドはZETA、LoRaWAN、プ

ライベートLoRa等の通信方式があり、長距離通信に適した920MHz帯の周

波数が使われている。 

10P, 

17P 

35P, 

36P 
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L LTE 
（えるてぃーいー） 

「Long Term Evolution」の略で、1.4M・3M・5M・10M・15M・20MHz帯の

周波数が使われている。高速データ通信を実現する移動体通信の規格で

あり、第３世代移動通信システムを高度化したもの。3.9G とも呼ばれる。 

28P, 

33P, 

35P 

M MEO 
（えむいーおー） 

Medium Earth Orbit（中軌道）の略で、高度約2,000～36,000kmの軌道

上にある中軌道衛星のこと。LEOとGEOの中間に位置し、LEOよりもカバー

領域が広い。主にナビゲーションサービスで利用されている。 

44P 

N NTN 
（えぬてぃーえぬ） 

Non-Terrestrial Network（非地上系ネットワーク）の略。衛星やHAPS等

の非地上系通信プラットフォーム介して、地上に限定せず、空・海・宇宙等

のあらゆる場所に通信エリアが拡張されたネットワークのこと。衛星プラット

フォームには、低軌道衛星（LEO）、中軌道衛星（MEO）、静止衛星（GEO）

がある。 

44P, 

45P 

P PLC 
（ぴーえるしー） 

Power Line Communicationの略。電力線を通信回線として利用する技

術。電気のコンセントに通信用のアダプタ（PLCモデム）を設置してパソコン

などをつなぐことにより、数Mbps～数百Mbpsのデータ通信が可能となる。  

 

R RTK-GNSS 

基準局 
（あーるてぃーけーじ

ーえぬえすえすきじ

ゅんきょく） 

リアルタイムキネマティック（RTK）測位技術を用いて高精度な位置情報

を提供するための設備。GNSS（全球測位衛星システム）から得られる位置

情報の誤差の補正情報を生成する。位置補正情報をスマート農機等が利

用することで数cmレベルの走行精度を実現する。 

18P, 

57P 

U UI 
（ゆーあい） 

ユーザインタフェースの略。画面や音声入出力、キーボードなど、システ

ムにおいて、ユーザに対する情報提供や操作手段に関係する要素のこ

と。 

 

W Wi-Fi 
（わいふぁい） 

無線 LAN の標準規格である「IEEE 802.11a/b/g/n」の消費者への認

知を深めるため、業界団体のWECA（現：Wi-Fi Alliance）が名付けたブラン

ド名。Ｗｉ-Ｆｉ4/5/6/6Eは2.4GHz帯、5GHｚ帯、6GHz帯の周波数に対応し

ている。 

13P, 

25P, 

34P 

 Wi-Fi6 
（わいふぁいしっくす） 

第6世代の無線LAN（Wi-Fi）標準規格で、正式名称はIEEE 802.11ax。

最大通信速度が9.6Gbps、2.4GHz帯と5GHz帯の２つの周波数帯に対応し

ていることから、Wi-Fi5に比べて通信速度や複数端末の同時接続時の通

信の安定性、接続する端末の省電力性が向上している。Wi-Fi6の拡張規

格であるWi-Fi6Eは、2.4GHz帯、5GHz帯に加えて6GHz帯の3つに対応し

ている。 

40P, 

41P 

い 一束化 
（いっそくか） 

電柱を使用する複数の事業者の通信線を1箇所の共架ポイントに束ね

て敷設すること。 

54P, 

55P 

え エッジコンピュー

ティング 

端末やその近くに設置されたサーバでデータを処理・分析する仕組み。

クラウドには必要最小限のデータを送るため、通信ネットワークへの負荷が

軽減され、コスト抑制などのメリットがある。 

14P, 

45P, 

46P 

き キャリア 5G 
（きゃりあふぁいぶじ

ー） 

通信キャリアが展開する5G通信網。国内ではNTTドコモ、KDDI、ソフトバ

ンク、楽天モバイルの4つのキャリアに対して電波が割り当てられている。 

10P 

く クラウド （コンピ

ューティング） 

データサービスやインターネット技術等が、ネットワーク上にあるサーバ群

（クラウド（雲））にあり、 ユーザは今までのように自分のコンピュータでデー

タを加工・保存することなく、「どこからでも、必要な時に、必要な機能だけ」

利用することができる新しいコンピュータ・ネットワークの利用形態。 

14P, 

17P 

39P, 

46P 

 クラウドサービス インターネット等のブロードバンド回線を経由して、データセンターに蓄積

されたコンピュータ資源を役務（サービス）として、第三者（利用者）に対し

て遠隔地から提供するもの。なお、利用者は役務として提供されるコンピュ

ータ資源がいずれの場所に存在しているか認知できない場合がある。 

13P, 

43P 

 

  



 

71 

農業農村における情報通信環境整備のガイドライン 

 

く クロージャ 架空通信線路のケーブル芯線の相互接続を行う柱上設置の端子台箱

のこと。「端子函（たんしかん）」ともいう。加入者宅への分岐・幹線ケーブル

の相互接続や配線変更を容易にするために使用されている。電信柱付近

に設置されているものが多い。 

23P 

こ 公衆無線 LAN 
（こうしゅうむせんら

ん） 

店舗や公共の空間などで提供される、無線LANによるインターネット接

続サービス。（関連項目⇒「無線LAN」の項を参照） 

4P 

さ サーバ ネットワーク上でサービスや情報を提供するコンピュータ。インターネット

ではウェブサーバ、DNSサーバ、メールサーバ等があり、ネットワークで発生

する様々な業務を、内容に応じて分担し、集中的に処理する。 

14P, 

34P, 

39P 

し 周波数 
（しゅうはすう） 

電波は空気中を伝わる電気の波であり、周波数は１秒間に波が繰り返さ

れる回数のこと。ヘルツ（Hz）という単位で表す。 

34P, 

38P 

す スループット コンピュータやネットワークの単位時間当たりの処理能力やデータ転送

量のこと。 

13P, 

40P 

 スマート農業 
（すまーとのうぎょう） 

「ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用する農業」のこと。 2P,3P 

た ダークファイバ 敷設されている光ファイバのうち使われていない回線。 23P, 

55P 

ち 地域情報化アド

バイザー 
（ちいきじょうほうかあ

どばいざー） 

ICTを利活用した地方公共団体等に対する豊富な支援実績や知見を

持つ、総務省が認定した専門家。地方公共団体等からの求めに応じて派

遣することで、ICT利活用に関する助言等を行っている。 

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/manager.html 

27P 

て ディープラーニ

ング 

ニューラルネットワークを用いた機械学習における技術の一つである。予

測したいものに適した特徴量そのものを大量のデータから自動的に学習す

ることができる。 

 

 デジタルデバイド パソコンやインターネットなどの情報技術(ＩＴ)を使いこなせる者と使いこな

せない者の間に生じる待遇や貧富、機会の格差。個人間の格差の他に、

国家間、地域間の格差を指す場合もある。  

3P 

 テレワーク 

（Teleworking）  

通信ネットワークを利用して、オフィス以外の場所で働く労働形態のこ

と。実際の労働場所にもよるが、在宅勤務の一形態とも考えられる。  

12P 

 電波 
（でんぱ） 

周波数が 3THｚ以下の電磁波。 34P 

 電 気 通 信事 業

者 
（でんきつうしんじぎ

ょうしゃ） 

電気通信事業を営むことについて、総務大臣の登録を受けた者、又は

総務大臣に届出をした者。 

23P, 

49P, 

53P 

 電 気 通 信事 業

法 
（でんきつうしんじぎ

ょうほう） 

電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとす

るとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な

提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健

全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目

的としている。 

61P 

 電波法 
（でんぱほう） 

電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を

増進することを目的とする法律。電波の利用に関して基本的な事柄につい

て定めた法律であり、無線局の免許、無線設備の条件、無線設備を操作

するもの(無線従事者)の条件等が含まれる。この規則に基づいて、利用で

きる電波の周波数、強さ、目的等が規定されている。 

61P 

と トラヒック 

（Traffic） 

ネットワーク上を移動する音声や文書、画像等のデジタルデータの情報

量のこと。通信回線の利用状況を調査する目安となる。「トラヒックが増大

した」とは、通信回線を利用するデータ量が増えた状態を指す。 
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の 農業農村インフ

ラ 
（のうぎょうのうそんい

んふら） 

農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）における定義では、ほ

場、農業用用排水施設、農道等の農業生産基盤及び農業集落排水施

設、農業集落道、営農飲雑用水施設、農業集落防災安全施設等の農村

生活環境基盤を指す。 

3P,5P, 

14P, 

22P 

25P 

は バックホール 通信ネットワークにおける、末端のアクセス回線と中心部の基幹通信網

(バックボーン回線)を繋ぐ中継回線・ネットワークのこと。 

 

ふ プラチナバンド 700M～900MHz の周波数帯。建物内でも電波が届きやすく障害物に

強い特性があるため、特に携帯電話通信に適しているとされており、多くの

携帯キャリアがこのバンドを利用してサービスを提供している。 

 

 プライベート LTE 
（ぷらいべーとえるて

ぃーいー） 

LTE技術のうち、一部の周波数帯を一般企業や団体等での自営利用を

認めたモバイル網のこと。プライベート LTE には、免許が必要な 2.5GHz 帯

を使用する「自営 BWA」と、免許が不要な 1.9GHz 帯を使用する「sXGP」

がある。 

20P 

 プロトコル 通信機器同士がデータを送受信するために定められた共通のルールや

手順のこと。 

39P 

へ ベンダー 製品やサービスを販売する事業者のこと。 29P 

ほ 防災無線 
（ぼうさいむせん） 

地震、火災、天災等の発生時等において、国、地方自治体等の公共機

関が円滑な防災情報の伝達等を行うことを目的とした無線通信。 

 

ま マルチホップ

Wi-Fi 
（まるちほっぷわいふ

ぁい） 

複数の Wi-Fi 機器（ルーターや中継機）をアクセスポイントとして使い、デ

ータをバトンタッチしながら通信する技術。データが送信元から目的地まで

の経路上で通過するアクセスポイントをホップと言い、ホップ数が１つの場

合をシングルホップ、ホップ数が複数ある場合をマルチホップと言う。 

 

む 無線基地局 
（むせんきちきょく） 

携帯電話や無線通信の電波を送受信するため陸上に開設する無線装

置及び無線装置を含む建造物のこと。 

3P,23P 

 無線 LAN 
（むせんらん） 

ケーブル線の代わりに無線通信を利用してデータの送受信を行う LAN

システム。IEEE802.11 諸規格に準拠した機器で構成されるネットワークの

ことを指す場合が多い。 

40P 

め メッシュ Wi-Fi 
（ めっしゅわいふぁ

い） 

複数の Wi-Fi アクセスポイント同士を無線多段中継接続することで、

Wi-Fi 通信エリア拡張を可能とするシステム。 

 

ら ライセンスバン

ド・アンライセン

スバンド 

ライセンスバンドは無線局免許が必要な周波数帯。アンライセンスバンド

は特定出力以下であれば無線局免許が不要な周波数帯であり、無線

LAN や Bluetooth 等で利用される。 

 

 ラストワンマイル 通信の利用者に対し通信接続を提供する最後の区間のこと。 33P 

ろ ローカル 5G 
（ろーかるふぁいぶじ

ー） 

地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や自治体等の様々な

主体が、自らの建物内や敷地内でスポット的に柔軟に構築できる 5G シス

テム。携帯事業者の 5G サービスと異なり、 

• 携帯事業者によるエリア展開が遅れる地域において 5G システムを先

行して構築可能。 

• 使用用途に応じて必要となる性能を柔軟に設定することが可能。 

• 他の場所の通信障害や災害などの影響を受けにくい。 

• Wi-Fi と比較して、無線局免許に基づく安定的な利用が可能。 

等の特徴を有する。ローカル 5G では、4.7GHz 帯と 28GHz 帯が利用可能

となっている。 

10P, 

11P, 

38P, 

55P, 

66P 
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5-2. 政府の基本方針等への位置づけ 

食料・農業・農村基本法改正法とスマート農業技術活用促進法 

食料・農業・農村基本法の制定からおよそ四半世紀が経過し、昨今では、世界的な食料情勢の変化に

伴う食料安全保障上のリスクの高まりや、地球環境問題への対応、海外の市場の拡大等、我が国の農業

を取り巻く情勢が制定時には想定されなかったレベルで変化しています。 

こうした情勢の変化を踏まえ、食料・農業・農村基本法の見直しが行われ、令和６年５月成立、同年６月

施行されました。この見直しにより「食料安全保障の強化」「環境に配慮した食料システムの確立」「農業の

持続的発展」および「農村の振興」を目指すもので、基本理念の見直しと、関連する基本的施策等を定め

ています。 

また、同年６月に成立、同年10月に施行された「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活

用の促進に関する法律（スマート農業技術活用促進法）」では、今後20年で基幹的農業従事者が約４分の

１に減少すること等を背景に、農業の持続的な発展や食料の安定供給を確保するためにスマート農業技術

の活用を促進するための措置を設けています。これにより、効率的な生産方式への転換や技術開発が推

進され、農業の生産性向上を目指す法的枠組みが整備されました。 

●食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律の概要（令和６年６月５日施行） 

（農業の持続的な発展） 

(1) 基本理念において、生産性の向上、付加価値の向上、環境負荷の低減により農業の持続的な発展が図

られなければならない旨を追記。（第５条関係） 

(2) 基本的施策として、農業の生産性の向上に資するため、情報通信技術その他の先端的な技術を活用し

た生産、加工又は流通の方式の導入の促進、省力化又は多収化等に資する新品種の育成及び導入の促進

その他必要な施策を講ずる旨規定。（第３０条関係） 

 

＜関連条文＞ 

（農業の持続的な発展） 

第５条 農業については、その有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の重要性に鑑み、

人口の減少に伴う農業者の減少、気候の変動その他の農業をめぐる情勢の変化が生ずる状況においても、

これらの機能が発揮されるよう、必要な農地、農業用水その他の農業資源及び農業の担い手が確保され、

地域の特性に応じてこれらが効率的に組み合わされた望ましい農業構造が確立されるとともに、農業の生

産性の向上及び農産物の付加価値の向上並びに農業生産活動における環境への負荷の低減が図られる

ことにより、その持続的な発展が図られなければならない。 

 

（先端的な技術等を活用した生産性の向上） 

第30条 国は、農業の生産性の向上に資するため、情報通信技術その他の先端的な技術を活用した生産、

加工又は流通の方式の導入の促進、省力化又は多収化等に資する新品種の育成及び導入の促進その他

必要な施策を講ずるものとする。 
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●スマート農業技術活用促進法の概要（令和６年10月１日施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：農林水産省HP    

＜関連条文＞ 

（国等の措置） 

第２０条 

３ 国は、生産方式革新事業活動又は開発供給事業の促進に資するよう、関係省庁相互間の及び関係する

独立行政法人（独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）との連携及び協力

を図りつつ、スマート農業技術を活用するための農業生産の基盤及び高度情報通信ネットワークの整備、ス

マート農業技術の活用に係る人材の育成及び確保、スマート農業技術を活用した農作業の安全性の確保

並びにスマート農業技術等に関する知的財産（知的財産基本法（平成十四年法律第百二十二号）第二条

第一項に規定する知的財産をいう。）の保護及び活用その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
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土地改良法 

急激な人口減少下において、情報通信技術を活用したスマート農業の推進が急務となっていますが、中

山間地域などの一部の地域の農地では情報通信技術を活用できない場合があります。そのような地域に

おいても土地改良区が管理する農業水利施設の高度化とともに、土地改良区の組合員をはじめとした地域

の農業者のスマート農業技術の導入にも資することから、情報通信技術の活用に対するニーズが高いこと

を踏まえ、令和７年３月に改正された土地改良法により、土地改良区自身が地域の情報通信の基盤の整

備を附帯事業として実施できるようになりました（当該整備を単独事業として実施することが可能）。 

また、この改正により、都道府県知事の認可を受けることで、土地改良区が整備する情報通信施設を土

地改良区の組合員以外も利用することや、組合員以外が利用する場合も必要な経費負担を求めることが

可能となりました。 

●土地改良法の一部を改正する法律の概要（令和７年３月 31 日成立） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林水産省HP資料から関係箇所を抜粋      

＜関連条文＞ 

（情報通信環境整備事業の実施） 

第57条の９ 農業用用排水施設の管理（委託を受けて行う管理を含む。）を行う土地改良区は、当該管理の

効率化を図るとともに、地域における情報通信技術の活用の促進に資するため、当該土地改良区の地区又

はその周辺の地域における情報通信技術の利用上必要な施設（土地改良施設を除く。）の新設、管理、廃

止又は変更を内容とする事業（以下「情報通信環境整備事業」という。）を行おうとする場合には、農林水産

省令で定めるところにより、総会の議決を経て情報通信環境整備事業の計画その他必要な事項を定め、都

道府県知事の認可を受けなければならない。 

２ 情報通信環境整備事業については、第五十七条の四第二項及び第三項並びに第五十七条の五から第

五十七条の七までの規定を準用する。この場合において、同項中「第一項」とあり、及び第五十七条の五中

「前条第一項」とあるのは「第五十七条の九第一項」と、第五十七条の六中「排水量」とあるのは「当該施設

の利用状況」と読み替えるものとする。 

 

（情報通信環境整備事業の計画の変更） 

第57条の10 情報通信環境整備事業の計画の変更については、前条第一項及び第二項（第五十七条の四

第二項及び第三項並びに第五十七条の五に係る部分に限る。）の規定を準用する。 
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（1）食料・農業・農村基本計画（令和７年４月11日閣議決定） 

２ 食料自給力の確保 

（４）生産性向上に向けた取組 

 ① 生産性向上に対応した基盤整備 

  ア スマート農業、国内の需要等を踏まえた生産に対応した基盤整備 

   区画整備、汎用化の基盤整備状況については、水田面積全体に対して、30a程度以上の区画に整備

された面積は68％、排水改良が行われた面積は、それぞれ全体の12％、６％にとどまっている。 

   （中略） 

   このため、地域計画と連携しつつ、畦畔除去等の簡易整備を含む農地の大区画化を推進するとともに、

ほ場周りの草刈り・水管理等の省力化に資する整備、情報通信環境の整備等を推進する。 

   （中略） 

   中山間地域等においては、地域の特色を活かした農業の維持・発展を図るため、中山間地域の条件不

利性の補正に向けて必要な農地、農業水利施設、情報通信環境の整備等を推進する。 

 

（2）成長戦略実行計画（令和３年６月 18 日閣議決定） 

第２章 新たな成長の原動力となるデジタル化への集中投資・実装とその環境整備 

７．スマート農林水産業  

デジタル技術や衛星情報を活用し、地方創生の中核である農林水産業の成長産業化を推進するため、

通信環境整備やデジタル人材の育成等を進める。 

具体的には、通信環境整備を進めるため、農村での調査、整備手法等をまとめたガイドラインを本年度

中に策定する。デジタル人材の育成を強化するため、教育現場における外部人材の活用を進める。また、

スマート農林水産業のプロジェクト推進に際し、地域の大学や金融機関をはじめ、多くの異分野の関係者が

参画するコンソーシアムの組成を後押しする。 

スマート農林水産業に必要な機器のレンタルやシェアリング等の支援サービスを提供する事業者の地域

への参入を促す。 

 

（3）成長戦略フォローアップ（令和３年６月 18 日閣議決定） 

１．新たな成長の原動力となるデジタル化への集中投資・実装とその環境整備 

（７）スマート農林水産業 

ⅰ）スマート農業の推進 

2022 年度までに、生産基盤の強化を技術面から支えるスマート農業の本格的な現場実装を着実に

進める環境が整うよう、以下の取組を一体的に進める。 

（スマート農業の推進） 

・ スマート農業の推進に資する農村周辺での通信環境整備のため、現場の状況に応じて、

農林水産省の関連事業と総務省の関連事業を効果的に活用する。 

・ 農林水産省と総務省の間で、スマート農林水産業を加速化する必要性についての危機

感、農林水産業の各分野・地域横断的な課題、各分野における取組の進捗状況などを共有し、民間会社

の協力も得ながら解決に向けた対応策を検討するための連絡会議を設置する。 

 

（4）まち・ひと・しごと創生基本方針 2021（令和３年６月 18 日閣議決定） 

第３章 各分野の政策の推進 

４．ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 
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（１）活力を生み、安心な生活を実現する環境の確保 

②地域資源を活かした個性あふれる地域の形成 

ｉ地域資源を活用した農山漁村（むら）づくり・・・P63 

【具体的取組】 

・農村地域における 安全・安心な生活環境を整えるため、農業水利施設における安全対策の推

進を図るとともに、農業・農村における情報通信環境の整備を円滑に進めるためのガイドラインの

策定を行う。 

（農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課、整備部水資源課、地域整備課） 

 

   （５）新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版 

（令和７年６月13日閣議決定） 

 Ⅱ．中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の推進 

  ２．サービス業を中心とした中小企業・小規模事業者の生産性向上 

  （３）12業種における省力化投資の具体策 

    ⑫農林水産業 

    ⅲ）省力化促進 

     ・スマート技術を具体化する施策として、農業では、スマート農業技術活用促進法に基づき、税制措置や

金融等の優遇措置により、栽培方式の転換やスマート農業技術の開発を集中的に後押しする。また、新た

な食料・農業・農村基本計画法に基づき、初動５年間で構造転換を集中的に推進するため、スマート農業

技術活用促進集中支援プログラムにより、重点開発目標に沿った迅速な技術開発、生産方式の転換、農

地の大区画化、情報通信環境の整備等を実施する。 

 Ⅲ．投資立国の実現 

  ２．新たな勝ち筋となる分野での研究開発・輸出の後押し 

  （３）農林水産業・食品産業 

    ②農林水産業・食品産業を通じた地方の成長 

     農林水産業・食品産業は地方の成長の根幹でもあり、食料安全保障の強化のみならず、地方の所得や雇

用を生み出す観点からも極めて重要である。 

     （中略） 

     また、農地の集積・集約化や情報通信環境を含む基盤整備等を通じた食料自給力の向上、生産性向上

等に向けた水田政策の見直し、実情に合ったスマート技術開発等の中山間地域対策、大人の食育推進、農

林漁業体験機会の拡大、学校給食での地場物産等の活用促進、国産物の消費拡大、動物検疫の強化、食

品アクセスの確保、農山漁村と観光業者やスタートアップ等との「新結合等」を推進する。 

 

（5）土地改良長期計画（令和７年９月 12 日閣議決定） 

第２ 農業・農村をめぐる課題土地改良事業の新たな視点 

２ 土地改良事業の新たな視点 

（生産性の向上による食料自給力の確保） 

  農業者の減少・高齢化を踏まえると、今後約 20 年で基幹的農業従事者は現在の約４分の１の約 30 万人

まで減少するおそれがあり、今よりも相当程度少ない農業者で我が国の食料生産を支えていかなければなら

ない。一方で労働時間の大幅な削減を可能とする１ha 以上の大区画の水田整備率は６％にとどまっており、

少ない農業者でも効率的な営農が可能となるような生産基盤の強化が急務である。 

  このため、20 年後の我が国の農業構造にも対応できるよう、生産性を抜本的に向上させ、将来にわたって
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食料自給力を確保する観点から、１ha 以上の大区画農地の整備、管理作業の省力化整備、情報通信環境

の整備等を通じてスマート農業技術の導入や農地の集積・集約化を推進する。 

 

第４ 政策課題を達成するための目標と具体の施策 

２ 目指す成果と達成に向けて講ずべき施策 

（１）政策課題１：生産性向上等に向けた生産基盤の強化 

政策目標１ 農地の集積・集約化及びスマート農業の推進に向けた基盤整備による生産コストの低減 

ア 政策目標の達成に向けて講ずべき施策 

施策１ 担い手への農地の集積・集約化及びスマート農業技術の導入による生産コストの低減を図るための農

地の大区画化、管理作業の省力化に資する基盤整備等の推進 

（生産コストの低減に向けた農地の大区画化等） 

・スマート農業技術の導入促進、管理作業の省力化 

 自動走行農機等のスマート農業技術の導入促進に向け、農地の大区画化、畑地・樹園地の区画整理・

緩傾斜化、情報通信環境の整備等を推進する。 

（中山間地域等の特色を踏まえた基盤整備） 

 地形的な制約により大区画化が困難な中山間地域等においては、地域の特色を活かした農業の維持・

発展を図るため、中山間地域等の条件不利性の改善に必要な農地、農業水利施設、情報通信環境等の

整備を推進するとともに、ほ場周りの管理作業の省力化に資する整備を推進する。 

 

（４）政策課題４：農村の価値や魅力の創出 

政策目標５ 農村における所得の向上と雇用機会の創出、農村に人が住み続けられる生活環境の確保、多

様な人材が関わる機会の創出 

ア 政策目標の達成に向けて講ずべき施策 

施策７ 生産基盤と生産・販売施設等の総合的な整備を通じた所得の向上と雇用の創出、生活インフラの整

備の推進 

 （生活インフラの整備） 

  中山間地域を始めとする農村に人が住み続けられるよう、農業集落排水施設の保全対策や維持管理の

効率化のための再編・集約、農道の保全対策、情報通信環境の整備など生活インフラの整備を

推進する。 
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5-3. 情報通信環境の整備が可能な主な補助事業 

農業生産基盤情報通信環境整備事業

 

 

 

 

 

 

① 農業農村インフラの省力化・高度化等のための光ファイバ、無線基地局や通信端末の整備を行いたい。 
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関連 web サイト https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/jouhoutsuushin/jouhou_tsuushin.html 

問合せ先 農林水産省農村振興局整備部地域整備課 農村資源利活用推進班 

電話番号：03-6744-2209 
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高度無線環境整備推進事業 

 

関連 web サイト https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/broadband/index.html 

問合せ先 総務省総合通信基盤局 電気通信事業部 基盤整備促進課 

電話番号：03-5253-5866 

  

地域社会 DX 推進パッケージ事業 

 

関連 web サイト https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/digital_kiban/index.

html 

問合せ先 総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 

電話番号：03-5253-5758 

② 光ファイバ、無線基地局等の整備を行いたい。【総務省事業】 
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水利施設整備事業 

 
関連 web サイト https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_suiri/index.html 

問合せ先 農林水産省農村振興局整備部水資源課 水利施設強靱化班 

電話番号：03-3502-6246 

 

畑地帯総合整備事業 

 

関連 web サイト https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_suiri/index.html 

問合せ先 農林水産省農村振興局整備部水資源課 水利施設強靱化班 

電話番号：03-3502-6246 

 

 

 

③ 農業水利施設の遠隔監視や遠隔操作を行いたい。 
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農業競争力強化農地整備事業 

 

 

 

  

④ 遠隔操作可能な自動給水栓を導入したい。 
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農地中間管理機構関連農地整備事業 

 
関連 web サイト https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutiseibi/ 

問合せ先 農林水産省農村振興局整備部農地資源課 経営体育成事業企画班 

電話番号：03-6744-2208 
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農村地域防災減災事業 

 

関連 web サイト https://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan/R5_zentai/attach/pdf/R5_zen

tai-61.pdf 

問合せ先 農林水産省農村振興局整備部防災課 防災班 

電話番号：03-6744-2210 

 

農業水路等長寿命化・防災減災事業 

 
関連 web サイト https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_suiri/index.html 

問合せ先 農林水産省農村振興局整備部水資源課 水利施設強靱化班 

電話番号：03-3502-6246 

農林水産省農村振興局整備部防災課 防災班 

電話番号：03-6744-2210 

 

  

⑤農業用ため池の監視・管理体制の強化をしたい。 
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農地耕作条件改善事業 

 
関連 web サイト https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutiseibi/ 

問合せ先 農林水産省農村振興局整備部農地資源課 経営体育成事業企画班 

電話番号：03-6744-2208 

 

畑作等促進整備事業 

 

関連 web サイト https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_suiri/index.html 

問合せ先 農林水産省農村振興局整備部水資源課 水利施設強靱化班 

電話番号：03-3502-6246 

 

  

⑥ 農機の自動操舵のための RTK-GNSS 基準局を導入したい。 
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鳥獣被害防止総合対策交付金 

 

関連 web サイト https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/yosan/yosan.html  

問合せ先 農林水産省農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策室 

電話番号：03-3591-4958 

  

⑦ ICT を活用した鳥獣被害対策を行いたい。 
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スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業のうちサービス加速化事業（農業支援

サービスの区政加速化支援） 

 

 スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業のうちスマ転事業（スマート技術体系へ

の包括的転換加速化総合対策事業） 

 

関連 web サイト https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/service.html 

問合せ先 農林水産省農産局農産政策部技術普及課 

電話番号：03-6744-2107 

 

 

 

 

 

⑧ スマート農業に必要な自動運転トラクタやドローンを導入したい。 
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産地生産基盤パワーアップ事業 

 

関連 web サイト https://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_nougyou/t_tuti/R7/250107.html 

問合せ先 農林水産省農産局総務課生産推進室 

電話番号：03-3502-5945 

 

担い手への農業用機械・施設の導入 

 
関連 web サイト https://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/R7_nouchiriyou/index.html 

問合せ先 農林水産省経営局経営政策課担い手総合対策室 

電話番号：03-6744-2148 
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5-4. ICT に関する情報収集の参考となるウェブサイト 

ウェブサイト 概要 URL 

内閣官房 

デジタル田園都市国家構

想実現会議 

地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の

波を起こし、地方と都市の差を縮めていくことで、世

界とつながる「デジタル田園都市国家構想」の実現

に向けた取組に関する情報、事例等を掲載。 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_d

enen/index.html 

内閣府 

デジタル田園都市国家構

想交付金 

「デジタル田園都市国家構想交付金」の取組に

関する各種情報を掲載。 

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/mi

rai/policy/policy1.html 

総務省 

地域社会 DX ナビ 

地域社会 DX に取り組む地方公共団体の方に

向けて、地域社会 DX に関する先進事例、知見、ノ

ウハウ等を紹介。 

https://dx-navi.soumu.go.jp/ 

地域社会 DX 推進パッケー

ジ事業 

ICT 技術を活用した地方創生 2.0 の実現に向

け、デジタル技術活用の計画策定支援・推進体制

構築支援、実証事業、補助事業に関する情報を掲

載。 

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ic

tseisaku/ictriyou/digital_kiban/index.html 

電波利用ホームページ 

国内における電波利用に関する情報を掲載して

いるほか、無線局開設に係る申請書等のダウンロー

ド、電子申請等が可能。 

https://www.tele.soumu.go.jp/index.htm 

ブロードバンド基盤の整備 

国内におけるブロードバンド基盤の整備状況、「高

度無線環境整備推進事業」に関する様式、マニュ

アル等の各種情報を公開。 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_

tsusin/broadband/index.html 

農林水産省 

スマート農業 

スマート農業に関する概要のほか、環境整備に

関するガイドライン、取組事例、イベント情報等を網

羅的に紹介。 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/ 

スマート農業技術活用促進

法について 

スマート農業技術活用促進法の概要や計画の

申請などに関する情報を掲載。 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/ho

uritsu.html 

農業新技術  

製品・サービス集 

過去に農林水産省が開催した農業新技術関係

イベントに出展された製品等のうち、現時点で販

売・開発等が継続されているものを紹介 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/pr

oducts.html 

スマート農業実証 

プロジェクトについて 

プロジェクトに関する最新情報、現場の声、実証

データ、イベント情報等を掲載 

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_

agri_pro/smart_agri_pro.htm 

スマ農成果ポータル 
スマート農業技術導入の経営分析結果や導入技

術・実証地区・営農体系ごとの成果を紹介。 

https://www.naro.go.jp/smart-

nogyo/seika_portal/index.html 

IPCSA（スマート農業イノベ

ーション推進会議） 

スマート農業技術の活用に関する知見の紹介や、

関係者間のマッチング、人材育成等に関する情報

を掲載。 

https://www.naro.go.jp/collab/IPCSA/inde

x.html 

農業農村における情報通

信環境整備の推進について 

「農業生産基盤情報通信環境整備事業」に関す

る情報、申請様式のほか、官民連携の取組等に関

する情報を掲載。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/j

ouhoutsuushin/jouhou_tsuushin.html 

農業農村情報通信環境整

備準備会 

農業や農村地域における ICT 導入を支援するた

め、調査・研究を通じた最新情報を提供し、導入ガ

イドラインや具体的な取り組み事例を公開。 

https://nn-tsushin.jp/ 

その他団体 

地域 BWA 推進協議会 

地域BWAに関する各種情報のほか、製品・サー

ビスの紹介、公開資料のダウンロード、セミナーの案

内等を掲載。 

http://www.chiiki-wimax.jp/ 

802.11ah 推進協議会 

802.11ah の日本国内での利用実現に向けた技

術検討、実証実験、情報収集、関係機関への働き

かけ及び普及促進活動等を発信している。 

https://www.11ahpc.org/index.html 

 


